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午後１時００分開議 

○伊藤のぶゆき議長 ただいまより、令和８年第２

回足立区議会定例会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 これより本日の会議を開きま

す。 

  区長より発言を求められておりますので、これ

を許します。 

  近藤やよい区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長 令和８年第２回足立区議会定例

会の開会に当たりまして、所信の一端を申し上げ

ます。 

  まず、物価高騰対策支援についてです。 

  事業者支援といたしまして、昨年度に引き続き

区独自の給付事業として、１，０２４の介護サー

ビス事業者、４８９の障がい福祉サービス事業者

等を対象に２億１，１００万円余、３６１の私立

幼稚園や保育施設等を対象に１億３，２００万円

余を本定例会に補正予算計上させていただきまし

た。お認めいただけましたら、７月をめどに速や

かに支給できるよう手続を進めてまいります。 

  また、原油及び石油製品等の高騰、供給不足の

影響を受ける事業者を下支えするため６，３００

万円余を補正予算計上し、緊急経営資金融資の上

限をこれまでの２，０００万円から３，０００万

円に引上げ、区内事業者の資金需要に応えてまい

ります。 

  区民、事業者双方の物価高騰対策として昨年度

から実施しておりますＰａｙＰａｙ商品券事業を、

プレミアム率３０％で今年度も実施いたしたく、

そのための予算として約１３億円を本定例会に補

正予算計上させていただきました。昨年度の事業

実施の際には様々な御批判を頂戴いたしましたの

で、今年度は事前に専門事業者による事業分析を

行い、また、議会各会派の御意見も賜った上で大

幅な事業見直しを行いました。 

  具体的には、全対象店舗で利用可能な共通券の

割合を増やすとともに、区民は一口４，０００円

の商品券を２０口・８万円分まで、プレミアム分

を含めますと１０万４，０００円分の商品券を購

入可能で、購入可能回数は２０回までといたして

おります。 

  また、発売当初は区民のみが購入可能ですが、

およそ１か月後からは区外の方でも購入可能な事

業スキームに変更し、区外の方は最大１０口まで、

購入回数も４，０００円分を１０回まで可能とす

るなど、使い勝手に改善を加えてございます。 

  昨今の世界情勢もあり、先行き不透明感は強ま

るばかりですが、機を逃すことなく、区内経済の

活性化、区民の物価高騰対策を実施してまいりま

す。 

  次に、子ども向け自殺対策についてです。 

  令和７年の区全体の自殺者数は、暫定値ではあ

りますが９９人と、区が平成２０年に自殺対策事

業を本格的に開始して以来、初めて１００人を下

回りました。これはピーク時の平成１０年の１９

３人の約半数に当たります。 

  一方で、区の１９歳までの自殺者数は、令和７

年は８人で、令和６年の８人に続き過去最多とな

り、令和７年の８人は全員が１５歳以上でござい

ます。 

  国は歯止めの掛からない子どもの自殺者対策を

強化するため、令和７年６月に「自殺対策基本法」

を改正し、その基本理念に社会全体で子どもの自

殺対策に取り組むことを打ち出しました。 

  区としても、法改正により新たに位置付けられ

た子どもの自殺対策に係る協議会を効果的に運用

していくため、本定例会に協議会運営支援等に係

る経費として１，２００万円余の補正予算を計上

させていただきました。 

  お認めいただけましたら、児童精神科医や弁護
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士等による個別ケース検討会議への助言など、子

どもへの寄り添い支援のパッケージを委託先とな

るＮＰＯ法人ライフリンクと共に構築し、こども

家庭庁による協議会運営モデル構築事業も活用し

ながら、全国的な子どもの自殺対策の先進事例と

して広めていくことができるよう強力に推進して

まいります。 

  次に、「東京アプリ」の積極活用についてです。 

  令和８年度から、いよいよ都内各自治体におい

てもポイント付与が可能となります。これに伴い、

アンケート調査の協力やボランティア活動への参

加など、区の幅広い施策に対しても活用の可能性

がございます。可能なものは今年度からポイント

付与を開始し、令和９年度からは更に分野を広げ

てポイント事業を展開してまいります。 

  「東京アプリ」の積極活用に当たりましては、

高齢者への十分な配慮も必要となってまいります。

令和８年予算特別委員会でも御提案・御要望いた

だいておりました、「東京アプリ」に対応するス

マートフォンへの買い替えや新規購入について、

本定例会での補正予算をお認めいただけましたら、

都の補助事業を活用し、１人３万円の助成を８月

を目途に実施してまいります。 

  併せて、スマートフォンの操作支援につきまし

ては、携帯電話会社と連携して支援を行うことが

できるよう、現在、協定締結などに向け急ピッチ

で準備を進めております。正式に決定次第、改め

て御報告させていただきます。 

  次に、オウム真理教後継団体に対する観察処分

の更新についてでございます。 

  現在の観察処分は令和９年１月末までとなって

おり、９回目の観察処分更新に向け、一筆でも多

くの署名を集める必要がございます。前回の４８

２筆、１４７万人超の署名を上回る多くの声、切

実な思いを国に届け、観察処分更新を確実なもの

にしてまいります。 

  観察処分は教団への強力な抑止力を発揮し、地

域の皆様方の安心のよりどころとなっております。

是非皆様のお力添えをお願いいたします。 

  最後に、本議会に提出いたします一般会計補正

予算案の主な内容を申し上げます。 

  区独自での新型コロナウイルスワクチン定期接

種費の無償化で９億６，０００万円余の増額、高

齢者インフルエンザ予防接種及び麻疹抗体検査予

防接種に係る経費で２億９，０００万円余の増額

など、合計で３５億６，２００万円余の補正予算

を本定例会に提出させていただきました。 

  介護保険特別会計は、介護報酬改定に伴う負担

金の増等により１１億３，４００万円余の増額補

正でございます。 

  今回御提案申し上げます議案は２４件、報告１

件でございます。 

  各議案の提案理由につきましては、参与より説

明いたしますので、慎重に御審議の上、御決定い

ただきますようお願いを申し上げます。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、事務局長より諸般の報

告をいたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

                        

○伊藤のぶゆき議長 これより日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本件は会議規則第１２５条第１項の規定に基づ

き、議長より 

   ２１番 石毛かずあき議員 

   ４５番 白石正輝議員 

 を指名いたします。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第２を議題といた

します。 
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［大谷博信事務局長朗読］ 

 会期の決定について 

                        

○伊藤のぶゆき議長 お諮りいたします。本定例会

の会期は本日から７月７日までの１６日間といた

したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき議長 御異議ないと認めます。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第３、監査報告を

行います。 

  初谷武志監査委員から、令和７年度工事監査等

監査の結果について報告があります。 

  初谷武志監査委員。 

［初谷武志監査委員登壇］ 

○初谷武志監査委員 令和７年度の工事監査その他

２件の監査結果について御報告いたします。 

  １件目は工事監査についてでございます。今回

は工事件名「五兵衛橋架け替え工事」について、

公益社団法人大阪技術振興協会に技術調査を委託

し、調査結果を参考に監査を実施いたしました。 

  指摘事項は特にございませんでしたが、次の２

点を監査委員意見として付しております。 

  １点目、足立区長寿命化修繕計画についてでご

ざいます。区が令和３年１０月に策定した「足立

区橋梁長寿命化修繕計画」では、主要な２９の橋

について、修繕対象が１４、半数以上の１５を更

新、いわゆる架け替え対象としております。 

  足立区での工事は、用地、予算、時間的な制約

等多くの課題を抱えがちであり、本工事も首都高

速道路下という制約の中での更新工事でありまし

た。 

  多くの道路や鉄道構築物の維持管理の状況を見

ると、耐震性能の変化に伴い補修・補強で対応し

てきております。また、昨今、物価高騰や人手不

足による入札不調、加えて少子高齢化、人口減少

によりインフラの更新・維持管理は今後ますます

困難化すると予想されます。 

  これらを踏まえれば、半数以上の橋を更新する

という以前の計画にとらわれず、補修・補強を視

野に入れ再検討すべきと考えます。 

  ２点目、公契約条例適用工事における賃金支払

い状況等の確認についてでございます。足立区公

契約条例は平成２６年４月１日に施行され、その

後、労働者・事業者等の意見や他自治体の状況、

公契約等審議会における事業者の経営への影響や

区の財政負担等を考慮した上で適用範囲を広げて

いくべきとの審議結果を踏まえ、事業者の負担軽

減や労働者への周知強化、適用範囲を拡大した改

正条例が令和７年４月１日に施行されております。 

  同条例で義務付けられている内容は、受注者及

び受注関係者は労働者等に対し、労働報酬下限額

以上の賃金等を支払わなければならないこと、各

労働者等に職種ごとに適用される労働報酬下限額

や業務に従事した時間等を記録・保存し、賃金等

の労働条件が法令等に適合し適正なものであるこ

とを報告しなければならないこと、賃金等の額が

労働報酬下限額を下回る場合等の申出先を作業場

の見やすい場所に掲示等して、労働者等に周知し

なければならないことなどとなっております。 

  本件工事における条例上の義務の遵守状況を各

種書類の確認や現場臨場により確認したところ、

特段の問題はありませんでした。しかしながら、

仕組みとして、条例の最も重要な部分である賃金

支払い状況等の確認の仕方については、やや悩ま

しい課題があり、今後の他自治体における状況も

参考にしつつ、慎重に検討していく必要があるも

のと思われます。 

  実際の支払額が労働報酬下限額を下回っていな

いかどうかを確認するためには、各人別に該当の

公契約に伴って支払われた部分を確定した上で、

その分の支払額が職種ごとの労働報酬下限額を下
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回っていないかを確認しなければならず、また、

受注関係がふくそうすれば、民間同士の取引関係

に公契約条例上の義務を累次追い求めていく必要

があり、結果として、確認に受注者及び受注関係

者に相当な事務負担をお願いする必要があります。

令和７年度から報告が簡素化されたことも、こう

した状況からやむを得ないものとして理解できま

す。 

  労働者等からの労働報酬下限額を下回るなどの

申出に応じて、しっかりと調査することは当然で

すが、平時から過度な事務負担であると事業者に

思われるような義務を求めていくと、受注が敬遠

されるなど、公契約条例上の義務が区事業に想定

外の悪影響を及ぼしかねないことにもなり得ます。 

  公契約条例は公平公正な入札契約制度を確立し、

安全かつ良質な事務事業の実行を確保することに

より、もって地域経済の活性化と区民福祉の向上

に寄与することを目的としており、理念としては

高く評価できるのですが、その実効性、特に労働

報酬下限額以上の賃金の支払いを含む公契約履行

状況を、受注者及び受注関係者にどの程度の作業

負担をお願いしながら、どの程度まで確認するの

か、他自治体の状況を踏まえつつ、受注者等の実

務に係る意見も伺いながら、公契約審議会におい

て今後の適用の在り方を審議いただくとともに、

区としても慎重に判断していく必要があると思わ

れます。 

  ２件目は、指定管理者制度に基づく指定管理者

とその所管課を対象とした監査についてでござい

ます。監査した限りにおいて、指摘事項等は特に

ございませんでした。 

  ３件目は、区が補助金などの財政支援や出資等

を行っている団体とその所管課を対象とした財政

援助団体等の監査についてでございます。その結

果、監査委員意見が１点ございました。 

  監査委員意見は、観光事業の事業執行体制の見

直しについてでございます。足立区観光交流協会

は、魅力あるイベントの実施や、民間企業、ＮＰ

Ｏ団体等との連携によりにぎわいを創出すること

を経営方針の１つに掲げ、観光やＰＲなどの各種

事業を実施しております。これらの事業のうち、

観光イベントが集中する３月末から６月初旬にお

ける職員の業務負担が非常に大きく、令和７年２

月から７月までの超過勤務実態を監査したところ、

３月の平均が５５．４時間、５月の平均が８２．

５時間と、労働基準法における一月当たりの原則

である上限時間を超過しております。 

  更に、厚生労働省の労災認定基準において過労

死ラインとされる月１００時間を超える超過勤務

者が同期間の６か月間で延べ７人、最も多い月で

月に１９９時間に上っております。 

  このように超過勤務の総量自体の多さや、一部

の職員への業務の偏りを解消するため、委託を含

めた業務全般の見直し、適正な人員配置、職員間

の業務分担の見直しなどを行い、職員の過度な負

担を回避しつつ、魅力あるイベントが開催できる

体制整備を検討する必要があるのではないかとい

う旨の意見を付しております。 

  以上が、令和７年度の工事監査その他２件の監

査結果でございます。執行機関及び各団体におか

れましては、今後とも適切な事務の執行を期され

ますようお願い申し上げます。 

  以上をもちまして、監査結果の報告とさせてい

ただきます。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第４、一般質問を

行います。 

  通告がありましたので、順次、質問を許します。 

  ２２番さの智恵子議員。 

［さの智恵子議員登壇］ 

○さの智恵子議員 私は、区議会公明党を代表し、

通告に従い、区政の諸課題に対し質問いたします。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５  

 

  執行機関の分かりやすい前向きな答弁を期待い

たします。 

  サッカーワールドカップは、昨日、日本代表が

チュニジアに快勝しました。また、メジャーリー

グをはじめ世界での日本人選手の活躍が連日報道

され、私たちに大きな感動と勇気を与えてくれて

います。しかし、その一方で、地域の中で自身の

居場所を見付けられずに孤立する若者や、目先の

お金のために、いわゆる闇バイトに応募し、凶悪

犯罪に手を染めてしまうといった痛ましく深刻な

事件も後を絶ちません。若者が希望を持って自ら

の夢に挑戦できるよう、行政の支援が必要と考え

ます。そこで伺います。 

  本年４月から「足立区子ども・若者計画」が本

格始動しました。若者を孤立や犯罪から守り、夢

を後押しすることへの近藤区長の決意を伺います。 

［議長退席、副議長着席］ 

  高校生の夢を応援する「高校生世代応援支援金」

は、部活動や資格取得などに５万円を支給する事

業で、令和７年度から再スタートし、利用した高

校生からは大変に喜ばれています。一方、世帯年

収の制限があり、申請する約半数の高校生が利用

できない状況です。 

  現在の長引く物価高騰は、特定の所得層だけで

なく全ての子育て世帯の家計を直撃しています。

今後、全ての高校生の夢を応援するための支援に

ついて、区長の見解を伺います。 

  次に、「東京アプリ」活用によるＳＤＧｓ推進

について伺います。 

  ＳＤＧｓとは、２０３０年までに持続可能でよ

りよい世界を目指す、国連が定めた国際目標です。

我が党は、生命尊厳の考えを根底に、「誰一人取

り残さない」社会の実現に向けて全力を尽くして

きました。そこで伺います。 

  区ではＳＤＧｓの理念を踏まえ、貧困対策や「孤

立ゼロプロジェクト」をはじめ、食品ロス削減や

プラスチック分別回収など循環型社会の構築に向

けた取組を推進してきました。 

  これまでの成果をどう総括し、今後どのように

施策を充実させていくのか伺います。 

  ＳＤＧｓに掲げる真の持続可能な社会の実現に

は、行政の仕組みだけではなく、区民一人一人の

主体的な意識と行動の変容が不可欠です。 

  我が党は、その強力な動機付けとして、ポイン

ト付与などのインセンティブが有効であると一貫

して訴えてまいりました。昨年の決算特別委員会

の我が党の質問において、世田谷区の「地域コミ

ュニティポイント」、防災・防犯や健康など１０

のテーマに連動したポイント制度の成功事例を引

用したところ、区からは、「東京アプリ」を活用

した実施を検討していくとの答弁でした。 

  現在までの進捗について伺います。 

  現在、「東京アプリ」のメニューの１つである

「町会・マンションみんなで防災訓練」では、実

施する町会・自治会を支援し、参加者に５００ポ

イントを付与する事業を実施しています。 

  今後、町会・自治会に周知し、積極的に活用し

て、地域の防災力を高めるようにしてはどうか伺

います。 

  「東京アプリ」では、各自治体がメニューをつ

くり、ポイントを付与することができます。今後、

区の様々なイベントの参加にもポイントを付与し、

これまで地域活動に関わりの薄かった若年層や子

育て世代、また、高齢者の参加を促し、広い世代

のコミュニティーの強化を図ってはどうか。 

  また、例えば健康増進の分野でも、ウォーキン

グイベントや健康のための体操などの参加者にポ

イントを付与してはどうか、併せて伺います。 

  東京都は、高齢者の中でスマートフォンを持っ

ていない方やスマホを持っていても使いこなせな

いなど、デジタルディバイド解消のための支援を

実施しています。 

  区では今後、この制度を活用し、高齢者を対象

としたスマホの購入助成をするとしています。そ
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の際にはサポート窓口を設置すべきと思いますが

伺います。 

  次に、共創のさらなる推進について伺います。 

  区は２０２２年５月、国の自治体ＳＤＧｓモデ

ル事業に選定され、その中核拠点として綾瀬エリ

アに「あやセンターぐるぐる」を開設し、区民の

「やってみたい」がかなう新たなコミュニティー

の創出に取り組んできました。更に今年４月から

は、竹ノ塚駅高架下に「たけのつカー＆パーク」

をオープンし、新たな共創の場を広げています。

そこで伺います。 

  多様な人や活動が交わる拠点での取組は、区が

これまで抱えてきたボトルネック的課題の克服や、

区の掲げる共創の推進に対して、具体的にどのよ

うな効果をもたらしたと分析しているのか、また、

これらの拠点で培われた人づくり・場づくりのノ

ウハウを一部の地域にとどめることなく、「やり

たいことが叶うまち」の実現に向けて、全区的な

展開についての見通しはどうか、併せて伺います。 

  西新井地域の拠点として期待される梅田八丁目

複合施設は、図書館を核としながら、地域の多様

な活動を支えるＮＰＯ支援センターの移設も予定

されており、多世代、多様な活動が交わる共創の

インフラとして極めて重要な役割が期待されます。 

  現在、建設費の高騰などの理由から、区は建設

工法の見直しやコスト削減などの検討を行ってい

ます。十分な検討を踏まえながらも、地域からの

要望もあり、早期完成を目指すべきと考えますが

伺います。 

  本複合施設では、新しい施設でやりたいことを

テーマに、住民たちによるグループワークショッ

プが開催されています。ワークショップでの意見

をどう反映していくのか伺います。 

  次に、災害対策について伺います。 

  去る５月１６日、消防署をはじめ消防団や町会、

地域の高校生防災組織、中学生消火隊が参加し、

「足立区・消防署合同総合水防訓練」が実施され

ました。激甚化・頻発化する風水害から区民の生

命と財産を守り抜くためには、公助とともに、地

域の多様な主体による共助の力を日頃からいかに

高めておくかが極めて重要です。そこで伺います。 

  区は、水害リスクの高い中川地域や荒川沿線地

域など６地区で、コミュニティタイムラインの策

定支援を進めてきました。令和８年度は２地区で

新規に策定支援を行い、地域の共助の体制を強化

するとしています。 

  コミュニティタイムラインに沿った運用訓練を

開催していますが、地域への広がりが少ないと感

じます。今後、地域に広げる取組について伺いま

す。 

  コミュニティタイムラインを策定した城東及び

佐野地域では、策定した町会・自治会を対象に、

今年度リーフレットを全戸配布するとしています。 

  住民一人一人が自分の地域のルールや避難行動

を正しく認識できるよう、例えば動画を作成して

周知してはどうか伺います。 

  災害時に地域を守るためには、若い世代の力が

必要です。足立区では、中学生消火隊が日頃から

消火活動を学び、総合防災訓練などでも活躍して

います。 

  今後、活動や研修内容について当事者の声を聞

くアンケートを実施し、次世代の防災リーダーと

して活躍できるよう、区として更なる支援をして

はどうか伺います。 

  中学生消火隊で活躍した生徒をはじめ、若者が

専門的な知識を持ち、自信を持って地域に貢献で

きるよう、高校生世代を対象とした防災士の資格

取得費用を補助する仕組みを創設すべきと考えま

すがどうか。 

  また、防災意識の高い中学生や高校生が学校を

卒業した後も、「（仮称）ジュニア防災リーダー」

として継続して活躍できる体制を構築してはどう

か、併せて伺います。 

  次に、災害時のトイレ対策について伺います。 
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  本年第１回定例会の我が党の代表質問で、災害

時のごみ処理計画を質問し、区からは、現場に即

した実効性あるごみやし尿の処理体制の整備に努

めていくとの答弁でした。 

  今後、危機管理、都市建設の各部に衛生部も加

えた横断的なプロジェクトチームをつくり、清掃

等の維持管理について検討すべきと思いますが伺

います。 

  令和７年８月実施の「（第５４回）足立区政に

関する世論調査」によれば、区民の水や食糧の備

蓄は８割を超えている一方、携帯トイレについて

は６割弱にとどまります。現在区は、町会・自治

会と連携して、携帯トイレの備蓄を進めています

が、地域によって偏在もあります。 

  携帯トイレを避難所等に十分な備蓄になるよう

支援していくべきと思いますがどうか。 

  また、今後、区として、特に高齢者が入居して

いる介護施設などにも携帯トイレ等の備蓄状況を

確認しながら、配布していくべきと思いますが、

併せて伺います。 

  江東区や北区では、本年、災害用携帯トイレの

全戸配布、備蓄の啓発を行う事業を予定していま

す。区民の在宅避難を推進するためにも、集合住

宅を含め全戸配布を検討すべきと思いますが伺い

ます。 

  次に、投票環境の整備について伺います。 

  令和８年３月現在、当区の有権者数は約５７万

５，０００人となり、エリアデザインや再開発な

どにより今後も増加傾向にあります。有権者が選

挙権を最大限に行使するため、投票所や期日前投

票所の増設など、投票環境の整備は重要です。そ

こで伺います。 

  過日実施された衆議院選挙において、投票率は

足立区全体で５３．４％と、２３区中最下位にな

りました。令和６年以降、過去５回の選挙におい

て最下位が４回という不名誉な状況です。 

  これまで様々な対策を講じてきましたが、今後、

例えば投票率の低い地域の商業施設などで積極的

に啓発活動に取り組んでいくべきと思いますが伺

います。 

  衆議院選挙における区内の全投票に対し、期日

前投票が占める割合は約４４％と過去最高となり

ました。期日前投票所の増設が投票率向上に寄与

するものと考えます。 

  今後、北綾瀬駅周辺や六町駅周辺など、期日前

投票所の空白地域を解消すべく、区全体のバラン

スと人口動態を見据え、明年の足立区長選、区議

会議員選挙に向け、期日前投票所の拡充を具体的

に検討すべきと思いますがどうか。 

  また、特に混雑したシアター１０１０では、投

票日前日の土曜日は１日で６，２２８人、アリオ

西新井では６，９０５人となっています。 

  我が党として混雑緩和対策の要望を重ねてきま

したが、進捗はどうか、併せて伺います。 

  投票所における管理者、立会人の報酬について

は、さきの予算特別委員会で我が党から、他自治

体と比較し、最低賃金法を踏まえ増額を要望しま

した。その後の進捗はどうか伺います。 

  我が党として、区独自の若者向けデザインなど、

初投票記念証や投票済証の改善をこれまで要望し

てきましたが、その進捗はどうか。 

  また、投票率の低い地域の小・中学校において、

主権者教育をより充実させていくべきと思います

がどうか。 

  更に、現在、あだち区民まつりや舎人公園千本

桜まつりの会場において、模擬投票などの啓発活

動を実施していますが、今後は若年者をターゲッ

トに、他のイベント会場でも啓発活動を実施すべ

きと思いますが、併せて伺います。 

  次に、町会・自治会のＩＴ化支援について伺い

ます。 

  東京都は、若い世代をはじめ多くの方に町会・

自治会への関心を高め、加入につなげることを目

的に、「町会・自治会デジタル化推進助成」を実
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施しています。助成対象は、電子回覧板の導入及

びＱＲコード決済による会費徴収システムで、町

会・自治会の運営効率化も期待できます。そこで

伺います。 

  昨年、区内の町会・自治会での同助成金の申請

件数は２件でしたが、こうした取組が進まない要

因を区はどのように分析しているのか。 

  また、今後、町会・自治会の取組も、社会情勢

の変化に伴いＩＴ化していくことが望まれます。

まずは区が旗振り役となって、町会・自治会向け

に先進的な取組や、電子回覧版板導入についての

研修会などを検討してはどうか、併せて伺います。 

  都の助成期間は１年だけで、２年目から利用料

が掛かるため、ランニングコストが課題です。区

の支援も、デジタル回覧板導入用のパソコン購入

等初期費用だけが助成対象です。しかし、電子回

覧板のサービス事業者には継続してシステム利用

料が必要で、ホームページやＳＮＳを活用する際

も更新などのランニングコストが掛かります。 

  今後、町会・自治会がＩＴ化を継続できるよう、

ランニングコストについても助成すべきと思いま

すが伺います。 

  区のホームページには、町会・自治会に加入す

るためのオンライン申請フォームが掲載されてい

ます。より多くの方に活用いただくために、町会・

自治会の掲示板に加入申請フォームにつながるＱ

Ｒコードを掲示してはどうか伺います。 

  次に、多文化共生の更なる推進について伺いま

す。 

  現在、当区における外国人人口は約５万人、区

の全人口の７％を占めるなど、多文化共生の推進

は地域社会の持続可能性を左右する喫緊の課題と

なっています。そこで伺います。 

  区では昨年１０月、「足立区多文化共生推進計

画」の改定に向けて課題を整理するために、多文

化共生意識調査を実施しました。アンケート結果

からは、日本人住民がごみ出しなどの生活ルール、

マナーに課題を感じている一方、外国人住民は言

葉の行き違いなどに不安を抱えているという相互

の認識のずれが浮き彫りとなりました。 

  これらアンケートから見えてきた様々な課題に

対し、今後どのような対策を考えていくのか伺い

ます。 

  長年、ベルモント公園で親しまれてきた「あだ

ち国際まつり」は、近年の会場変更に伴い、参加

者の減少が課題となっています。 

  今年の「あだち区民まつり」において、ステー

ジでの各国の演目発表や、文化や食を紹介する国

際ブースを設置し、交流の機会を創出してはどう

か、また、その際には、多言語対応の防災相談や

災害備蓄品の紹介コーナーを併設し、防災の重要

性を外国人向けにＰＲすべきと考えますが、併せ

て伺います。 

  区内８か所の地域学習センターが展開されてい

る、ボランティアグループによる日本語教室は、

外国人の生活支援において重要な役割を担ってい

ます。特にエル・ソフィアの教室で行われている、

受講生の家族も交えた食と文化の交流イベントは、

お互いの文化を理解し合える貴重な場として好評

です。 

  今後、このような取組が他の地域学習センター

の日本語教室でも主催者の声を聞きながら開催で

きるよう、区がノウハウの共有や必要な支援を行

い、地域に根差した多文化共生を推進してはどう

か伺います。 

  次に、区内中小企業支援について伺います。 

  中東・イラン情勢が不安定な中、原油高や物価

高騰は地域経済を支える中小企業の経営を直撃し

ています。 

  我が党は、全国の議員ネットワークを生かし、

国内の中小企業を対象とした緊急アンケート調査

を実施し、約１万２，０００件に上る切実な声を

聞いてまいりました。足立区内の企業からは、「今

後の先行きが全く見えず不安」「既に一部の原材
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料が入ってこなくなっている」といった声が数多

く寄せられました。そこで伺います。 

  区は、このイラン情勢等に伴う原油高や資材不

足の影響が、区内中小企業、とりわけ製造業や運

送業、建設業などの経営に深刻な状況を及ぼして

いる現状をどのように把握しているのか伺います。 

  区はこうした厳しい情勢を踏まえ、いち早く６

月補正予算において、区独自の融資制度である緊

急経営資金の融資限度額を従来の２，０００万円

から３，０００万円へと大幅に拡充し、要件も緩

和する方針を打ち出し、評価するものです。 

  令和７年度の実績では約１，８７０件の利用が

あり、今回は利用者の増加も予想されます。商工

会議所や法人会などと緊密に連携し、相談体制の

強化も含め、丁寧な周知を図っていくべきと思い

ますが伺います。 

  区が今年度から新たに創設した「区内中小企業

人材定着サポート助成金」は、近年の酷暑の中で、

現場の熱中症対策や作業環境の改善に活用でき、

従業員の健康を守る観点で多くの経営者から好評

です。 

  現在、何件の申請があるのか、 

  また、この助成金の制度や詳しい内容を知らな

い事業主もいると考えます。例えば、実際に本補

助金を活用してスポットクーラーの導入やファン

付ベストの支給など、具体的な好事例を区のホー

ムページや広報紙などで紹介し、活用を促す取組

をしてはどうか、併せて伺います。 

  次に、消費喚起策事業について伺います。 

  物価高騰の影響が依然として続く中、区は今年

度「レシートｄｅ商品券事業」のプレゼント額の

増額や、商店街応援券事業★★は、デジタル券の

プレミアム率及び発行セット数を拡大するなど、

区民生活と地域経済を下支えし、誰もが参加でき

る充実した消費喚起策事業に取り組んでいます。

そこで伺います。 

  「レシートｄｅ商品券事業」は、毎回、利用者・

登録店舗、双方共に好評です。今年の第５回目は

商品券プレゼント額を一律３，０００円に増額し、

実施時期も区民の皆様の意見により、少しでも暑

さを回避できるよう昨年より１か月早く実施し、

先週終了しました。 

  増額及び前倒しの実施により、どのような効果

があったのか伺います。 

  商連プレミアム商品券事業は、今年度より対象

店舗を商連の加盟店に限定することなく、区内の

中小個店を中心に取扱店の拡大を図るとしていま

す。 

  デジタル券の拡大に伴い、店舗の開拓状況はど

うか、また、区民への周知方法については今後ど

のように取り組もうと考えているのか、併せて伺

います。 

  昨年度、足立区プレミアム商品券（ＰａｙＰａ

ｙ商品券）については、購入数や販売方法など数

多くの課題を残しました。しかし、区民の皆様か

らは「今年も実施してほしい」との声もあり、我

が党も実施の継続に期待していた中、区は事業結

果の分析等を踏まえ、昨年度の課題を改善し、実

施の方針を示しました。 

  実施に当たっては、区民に分かりやすく、より

丁寧な説明が必要と考えますが伺います。 

  次に、介護・障がい福祉サービス事業者に対す

る物価高騰支援策について伺います。 

  介護・障がい福祉サービス事業所では、ここ数

年の急激な物価高騰によって運営の継続そのもの

に影響が出る状況が続いています。そこで伺いま

す。 

  区は昨年度、介護サービス事業所、障がい福祉

サービス等事業所物価高騰支援特別給付金を実施

し、約１，４００の事業所に支援しました。 

  区は、この事業に対する効果をどのように分析

しているのか。 

  また、事業者からは「昨今の急激な物価高騰に

対応してほしい」との声も聞いています。今年度
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も本定例会で同事業の補正予算が組まれています

が、ほぼ令和７年度と同程度の支援にとどまって

います。事業者の声を踏まえ、昨年度より手厚い

内容の更なる支援を今後検討すべきと考えますが、

併せて伺います。 

  一般企業等で働くことが難しい障がい者に、働

く場と就職に向けた訓練の機会を提供する障がい

福祉サービスに就労継続支援事業があります。特

にＡ型事業所は最低賃金が保障されていることか

ら、障がいがあっても自立して生活していける土

台づくりの場となっています。しかし、昨今の急

激な物価高騰と最低賃金の引上げもあり、事業所

の経営を圧迫しています。 

  まずは区内のＡ型事業所に対して経営実態を把

握し、区として支援すべきと考えますが伺います。 

  次に、「東京都シルバーパス」への助成につい

て伺います。 

  我が党は、６月１７日、「東京都シルバーパス」

への助成を含む物価高騰対策を求める区長要望を

行いました。東京都が７０歳以上の都民を対象に

実施している「東京都シルバーパス」は、高齢者

が経済的負担を気にすることなく外出し、社会参

加の機会を支えています。そこで伺います。 

  このシルバーパスは、住民税非課税者などは１，

０００円、それ以外の方は１万２，０００円の負

担金となっています。 

  当区の１万２，０００円の負担金対象者は何人

いるのか伺います。 

  現在、近隣自治体では、この負担金に対する独

自の軽減措置を実施する動きが急速に広がってい

ます。荒川区に続き、今年１０月からは、葛飾区、

江戸川区、墨田区、江東区でも、課税者負担金が

１，０００円になる予定と聞いています。 

  当区においても、高齢者が経済的負担を気にす

ることなく積極的に外出ができるよう、区独自の

助成制度を早急に導入すべきと考えますが、区の

見解を伺います。 

  次に、女性のがん検診受診率向上及びアピアラ

ンスケアについて伺います。 

  東京都は、女性のがん検診受診率の大幅な向上

を目指し、令和８年度及び令和９年度において、

受診者に対し、「東京アプリ」を通じて２，００

０ポイントを付与する事業を発表しました。本年

１０月からの実施に向け、当区においてもホーム

ページでの発信や、対象となる約６万５，０００

人への個別案内の送付などを行っています。 

  今後このインセンティブを利用して受診率向上

につながるよう、更なる周知をすべきと思います

がどうか。 

  また、本事業を通じて得られる受診者数や世代

別の受診動向などを区が把握し、今後の区独自の

がん対策に活用できるよう、都に対してデータの

共有を要望すべきと考えますが、併せて伺います。 

  働く女性や子育て世代の女性にとって、平日の

受診は大きなハードルです。我が党の強い要望に

より、区では受診期限が迫る今年１月、２月の日

曜日の乳がん検診枠を拡充してきましたが、受診

率の向上など現時点での効果をどのように分析し

ているのか。 

  また、実施時期をはじめ、時間や場所を足立区

医師会とも協議し、利用者からの声を聞きながら

拡充してはどうか、併せて伺います。 

  我が党が要望し、区がアピアランス支援として

助成限度額３万円から１０万円に増額し、１人に

つき２回までの支援となりました。多くの当事者

や御家族から「経済的にも精神的にも本当に救わ

れた」と大きな喜びの声が寄せられています。 

  一方で、高額な医療費と重なり、ウィッグの購

入を諦めた当事者の声を聞き、我が党はさきの予

算特別委員会で、購入において応急小口資金貸付

を利用できるようにすべきと要望し、本年４月か

ら実施しています。 

  今後、がん治療など不安を抱えている方々を含

め、この貸付制度の情報を丁寧に周知すべきと思
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いますが伺います。 

  次に、高齢者のＲＳウイルスワクチン接種費用

助成等について伺います。 

   ＲＳウイルス感染症は、乳幼児だけでなく高齢者

にとっても重症化リスクの高い感染症です。特に

基礎疾患を有する高齢者は肺炎等で重症化するリ

スクが高く、入院や死亡につながるケースもあり

ます。 

  今年度から妊婦向けのＲＳウイルスワクチンに

ついては定期予防接種の対象となりましたが、高

齢者は任意接種であり、費用は１回２万円以上と

高額で、予防接種を断念される方も少なくありま

せん。一方で、接種による医療費抑制効果も期待

されており、自治体の中では助成制度創設への動

きが広がっています。そこで伺います。 

  国内の複数の学術研究によると、国内の６０歳

以上のデータでは、年間約７０万人が発症し、約

６万３，０００人が入院、約４，５００人が死亡

していると推計され、医療費負担は年間１，００

０億円に上るとされています。 

  区は重症化リスクについて、どのように考えて

いるのか伺います。 

  区民に対し、ワクチンの有効性や安全性につい

て、より積極的な周知・啓発を行う必要があると

考えますが伺います。 

  重症化の抑制による医療費、介護負担の軽減と

いう観点からも、例えば７５歳以上の高齢者や基

礎疾患を有する方など、重症化リスクの高い方を

対象にしたＲＳウイルスワクチン接種費用への助

成を検討すべきと考えますが、見解を伺います。 

  次に、高次脳機能障がい当事者と家族への支援

について伺います。 

  令和８年４月より、「高次脳機能障害者支援法」

が施行されました。本障がいは、脳卒中や事故に

よる脳の損傷を原因とし、記憶や注意、感情のコ

ントロールが難しくなる認知機能の障がいです。

外見からは判断しづらいため、周囲から怠けてい

ると誤解されやすく、本人や家族が孤立し、適切

な支援につながりにくい現状があります。新法で

は自治体に対し、医療から生活・就労支援まで切

れ目のない支援を行う責務が明記されました。そ

こで伺います。 

  現在、高次脳機能障がい専門の支援事業所を設

けているのは、２３区中、豊島区や墨田区、北区

など７区にとどまります。 

  当区においても、専門人材の育成や、迷わず相

談できる専用窓口の設置、更にはホームページで

の専門ページ開設など、情報発信や相談体制の強

化をすべきと考えますがどうか。 

  また、子どもの場合は発達段階に応じた配慮が

必要です。教育機関との連携など、子どもへの支

援について区の方針はどうか、併せて伺います。 

  介護を担う家族が、どう関わればよいか分から

ないと悩み、うつ状態に陥るケースも少なくあり

ません。当事者と家族のニーズを把握するための

実態調査を速やかに実施し、切れ目のない適切な

家族への心理的・具体的支援を強化すべきと考え

ますが伺います。 

  地域活動支援として、ＮＰＯ法人足立さくら会

が、社会復帰を支えるなど区と連携して取り組ん

でいますが、昨今の物価高騰は運営に影響を及ぼ

し始めています。こうした団体と密に情報共有し、

十分な活動が継続できるよう支援が必要と思いま

すが伺います。 

  次に、地域公共交通対策について伺います。 

  区は、運転手不足などでバス路線の減便や廃止

が進む地域交通の課題解決に向けて、入谷・鹿浜

地区のデマンドタクシー「足タク」や、住民が主

体の足立区地域内交通導入サポート制度の創設、

更には自動運転サービスの導入に向けた検討を進

めています。そこで伺います。 

  地域内交通導入サポート制度は、利用者などの

協力を得ながら地域住民主体で運営し、区がサポ

ートしていくというものです。既に花畑地区や北
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千住駅、東側の城東地区で、地元協議会の努力も

あり、着実に実証実験を行っていますが、持続し

ていくためには資金面などに課題があります。 

  今後も住民協議会との連携を密にしながら、費

用面の更なる拡充など必要な支援を積極的に進め

るべきと考えますが伺います。 

  扇地区や舎人地区など、新たに導入が求められ

ている地域での現状と、今後のスケジュールはど

うか伺います。 

  今後、サポート制度で広がる新たな交通網を更

にきめ細かく広げるためには、医療機関や介護施

設などへも働き掛けて、施設の送迎車の空き時間

などを地域の公共交通として活用できるよう事業

者に協力を依頼し、積極的に推進してはどうか、

見解を伺います。 

  現在区では、今年度冬より西新井駅東口から六

町駅までの自動運転バスの導入に向け、テスト運

行を予定しています。この経路は自転車や歩行者

が多く、交通量の多い環状七号線などもあり、安

全面などに課題が多いと考えます。 

  区民の理解と協力を得るために、現在、運行経

路沿いの町会・自治会を中心に説明を順次行って

いますが、その地域以外の区民の皆様にも広く周

知すべきと考えますが伺います。 

  次に、足立区版「アクティブ・ラーニング・ツ

アー」について伺います。 

  我が党が視察した豊田市博物館では、市の歴史

や自然などの魅力を学ぶ「アクティブ・ラーニン

グ・ツアー」を実施しています。このツアーでは、

現地に行き、自分の目で見て、五感を使い効果的

に学ぶことができます。 

  当区でも、郷土博物館をはじめ、都市農業公園

など足立区の歴史・文化・自然を学ぶ、より魅力

的で探求的なプログラム、足立区版「アクティブ・

ラーニング・ツアー」を作成し、各小学校で活用

してはどうか。 

  また、「あだち学校ＩＣＴ情報ひろば ｆｏｒ Ｓ

ｔｕｄｅｎｔｓ」を通じて小学生に周知し、夏休

みなどに活用できるように推進してはどうか、併

せて伺います。 

  次に、不登校や長期欠席者等への給食費支援に

ついて伺います。 

  区では、国や都に先駆けて、令和５年度より区

立小・中学校の給食費無償化を開始しましたが、

給食を食べていない児童・生徒については給食費

無償化の恩恵にあずかれていないのが現状です。

不登校児童・生徒が年々増えている中、昼食費の

支援が必要と考えます。 

  国は今年度より給食費無償化を開始しましたが、

やむを得ない事情により恒常的に学校給食を食べ

ていない児童・生徒に対して自治体が支援する場

合、その支援に対し補助するとしています。当区

の不登校児童・生徒は１，５００人を超えており、

病気による長期欠席者も少なくありません。保護

者からは、昼食代が大変負担になっていると聞い

ています。 

  給食を食べていない児童・生徒へ支援するか否

かは自治体の判断に委ねられています。今後は公

平性の観点から、区として早急に支援を開始すべ

きと考えますが伺います。 

  次に、保育園の待機児童解消と「誰でも通園制

度」について伺います。 

  当区では、令和２年度より待機児童のおおむね

ゼロを継続してきました。しかし、保育料の無償

化や育児休業の取得率向上、更には働き方の多様

化などに伴い、特に１歳児の受入れの拡充など、

更なる対策が必要と考えます。そこで伺います。 

  本年４月１日時点における当区の待機児童数は

１０６人となり、その内訳は、ゼロ歳児が１人、

１歳児が１０５人となりました。区はこの事態を

重く受け止め、本年５月から子ども家庭部に０・

１・２歳保育対策担当係を設置し、対策に乗り出

しています。 

  今後、待機児童解消に向け、どのような検討を
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しているのか伺います。 

  現在当区では、保育ママがアットホームな環境

の中で０・１・２歳児の保育を担い、地域の子育

て家庭を支えています。しかし、令和１０年には

約１５％の保育ママが定年を迎えると言われてお

り、これままでは低年齢児の受皿の大幅な減少が

懸念されます。 

  この課題に対し、新たな受皿として区ではどの

ような検討をしているのか伺います。 

  「こども誰でも通園制度」は、令和６年１月の

利用意向調査では約１，８００人の高いニーズが

示されていましたが、今年４月の制度開始以降、

現在の登録者数は約８４０人で、利用状況も予想

より少ないと聞いています。 

  今後更なる制度の周知とともにアンケート調査

等を実施するなどし、使いやすい制度にすべきと

考えますが伺います。 

  次に、社会全体で子どもを育む「共育」につい

て伺います。 

  厚生労働省が推進する「共育（トモイク）プロ

ジェクト」は、ワンオペ育児や仕事の負担の偏り

をなくし、誰もが仕事と家庭を両立できる社会を

目指すプロジェクトです。「共育」とは、性別に

かかわらず、夫婦・家族で家事や育児を共に★★

ことや、職場全体で子育てを支援する仕組み・文

化を言います。 

  足立区は２３区内でも誇れる子育て事業を展開

する一方、孤立育児等の精神的課題も抱えていま

す。そこで伺います。 

  「あんしん子育てナビ」が終了し、昨年導入し

たアプリ「ｍｉｌａ‐ｅおやこ手帳」は、複雑な

予防接種スケジュールをＡＩが自動作成・管理す

るなど、その利便性が評価されています。 

  このアプリを活用し、特に父親向けの情報発信

や子育てサポート制度の認識を深める取組、男性

の育児参加を強力に後押しする具体的な事例など

をタイムリーに配信してはどうか。 

  また、区民に広く情報を周知するとともに、登

録者数の増加を図るためにも、広報紙での特集や

ホームページ、ＳＮＳ等の活用により、アプリの

登録を促すことが必要と考えますが、併せて見解

を伺います。 

  物価高騰に伴う生活苦などから精神的余裕を失

い、孤立を深めながらも、行政サービスに自らつ

ながらない家庭が存在します。区では、届かない

家庭を減らすため、全ての子育て家庭に対するポ

ピュレーションアプローチを展開し、見守り活動

を行っています。しかし、全家庭の把握を目的と

していますが、約４割程度の家庭で接触できない

と聞きます。 

  今後、どのようにアプローチをしていくのか伺

います。 

  社会全体で子どもを育む「共育」の視点が必要

と考えます。国の手厚い支援を生かしながら、家

庭内にとどまらず、区内中小企業に対する子育て

支援も必要と考えます。「共育（トモイク）プロ

ジェクト」では、社内で従業員が安心して仕事と

育児を両立できる環境づくりのための講座の開設

方法や資料を配信しています。 

  こうした取組を広く周知すべきと思いますが伺

いまして、質問を終了いたします。御清聴誠にあ

りがとうございました。 

○吉田こうじ副議長 区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長 さの智恵子議員の代表質問のう

ち、私からは、若者を孤立や犯罪から守り、夢を

後押しすることへの決意と、今後全ての高校生の

夢を応援するための支援についてお答えをいたし

ます。 

  子ども・若者支援、子育て支援に関しましては、

子ども・若者が足立区の未来を担っていく存在で

あるという意味において極めて重要であると認識

しており、区長就任以来、特にこの分野の施策の

充実については力を尽くしてきたと自負しており
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ます。 

  これまでも、そしてこれからも、子ども・若者

に対する施策・事業を強力に推進していく所存で

すが、現在特に課題となっているポイントとして、

２つあると考えております。 

  まず１点ですが、居場所づくりでございます。

昨今、様々な場所でたくさん御意見をいただくの

が、子ども・若者ばかりでなく高齢者まで、年齢

を問わず居場所が欲しいとの御要望が強くござい

ます。中でも子ども・若者の居場所につきまして

は、昨年度実施した「アダチ若者会議」の中でも、

仲間と集まれる場所、１人でいられる場所、少し

年上の年代と交流できる場所、不登校などの課題

を抱えた子どもたちへのサポートなど、様々な居

場所のニーズがあることを改めて認識をいたしま

した。 

  居場所をつくり、子ども・若者に利用していた

だくことで、孤立や犯罪から守ることにもつなが

ると考えます。今後の具体的な方向性の検討を進

めるよう、既に担当部署に指示してございます。 

  もう１つは、体験・経験の機会の充実でござい

ます。子どもたちに単に夢や希望を持てと伝えて

も、簡単に見付けられるお子さんばかりとは限り

ません。夢や希望を持つためには、幼い頃から経

験や体験を積み重ね、自分のやりたいことや目標

を見付けていくことが重要です。 

  生まれ育った環境に左右されず、誰もが体験・

経験を得られるよう、令和８年４月にスタートし

た「子ども・若者計画」を契機として、これまで

以上に強力に進めてまいります。 

  御質問にありました「高校生世代応援★★」に

つきましては、令和７年度の実施後のアンケート

を読みますと、当事者からは「資格取得の本を買

って、将来の可能性を広げることができた」とい

うような声ですとか、保護者からは「部活動の合

宿に友達と一緒に行かせることができ、本当に救

われた」などの声をいただいております。 

  若者の夢の実現に向けたサポートに一定程度つ

ながったのではないかと考えておりますが、一方

で、申請者数に対して約半数が所得制限で対象外

となっているという課題がありますので、この所

得制限につきましては、検討の必要は強く認識し

ているところでございます。 

  また、令和９年度からは、生活保護世帯の若者

に対する通学費の支援など、将来の進路選択を後

押しする新たな取組も実施に向けて検討している

ところでございます。 

  今後も高校生世代をはじめとする若者一人一人

が自らの可能性を広げ、夢や希望に向かって挑戦

できるよう、挑戦するばかりでなく実現していか

れるよう、全庁挙げた施策展開と事業の改善を行

いつつ、子ども・若者施策を推進してまいります。 

  他の質問につきましては、参与より答弁させて

いただきます。 

○神保義博あだち未来創造室長 私からは、ＳＤＧ

ｓの推進に関するこれまでの成果と、今後の施策

の充実についてお答えいたします。 

  令和４年に国からＳＤＧｓ未来都市の選定を受

け、社会・経済・環境を中心に、それぞれの側面

において、逆境を「まちの力」で乗り越えるため

の様々な施策を推進してまいりました。 

  中でも特に、区のボトルネック的課題である「貧

困の連鎖」を、他の「治安」「学力」「健康」の

根底にある課題と捉え、区民、事業者など様々な

ステークホルダーとの共創を深め、主体的な取組

を創出してまいりました。例えば子ども食堂や、

子どもたちに体験の場を提供する団体が増えたこ

とは１つの成果だと考えております。 

  引き続きボトルネック的課題の解消に重点を置

き、各事業の評価と改善を繰り返しながら、ＳＤ

Ｇｓ17のゴールの達成を目指してまいります。 

  次に、「あやセンターぐるぐる」及び「たけの

つカー＆パーク」の取組が共創推進にもたらした

効果の分析と、今後の全区的な展開についてお答
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えいたします。 

  これまで地域活動に関わる機会が少なかった層

や、やってみたいことがありながらも一歩踏み出

せなかった方々へのアプローチという課題を解決

するため、交流拠点として「あやセンターぐるぐ

る」と「たけのつカー＆パーク」を開設いたしま

した。 

  あやセンターでは、開設から３年弱で５００件

以上の相談が寄せられ、約２５０件が企画実現に

つながり、更に利用者同士の交流から新たな活動

が立ち上がるなど、相乗効果も生まれています。 

  また、「たけのつカー＆パーク」は、スタート

したばかりですが既に多くの問合せがあり、竹の

塚エリアの皆様の「やってみたい」を具体的な形

にする機会やきっかけづくりの場となりつつあり

ます。 

  これらの取組は、行政だけでは解決が難しい地

域課題に対し、区民一人一人が主体的に関わるき

っかけを生み出し、区が推進する共創の実践モデ

ルとして一定の成果を上げているものと認識して

おります。 

  今後もこの２拠点を中心とした取組を続けなが

ら、綾瀬と竹の塚に続くエリアとして、梅田八丁

目複合施設の進捗を見ながら、西新井・梅島エリ

アでも取組を開始できるよう検討してまいります。 

  私からは以上です。 

○岩松朋子政策経営部長 私からは、まず、「東京

アプリ」を活用したポイント付与事業の進捗につ

いてお答えいたします。 

  令和７年決算特別委員会以降、「東京アプリ」

に関する情報収集や活用方法の検討を進めてまい

りました。今年度から区市町村の独自事業に東京

ポイントの付与が可能となったことから、「地域

活動や社会貢献活動への参加のきっかけにする」

「区の課題解決や多世代が交流できるようなスキ

ームを構築する」といった２つの活用方針を策定

いたしました。 

  令和９年度から本格的に東京ポイントを活用し

た事業を展開していくため、６月に全庁に説明会

を開催するとともに、令和８年度中から先行して

複数のモデル事業を展開できないか検討を行って

おります。 

  次に、地域防災力向上に向けた「東京アプリ」

の活用についてお答えいたします。 

  地域防災力の向上には日頃の訓練が不可欠です

が、運営従事者の高齢化や若年層の不足といった

課題があると認識しております。東京ポイントの

付与をきっかけに、若年者の参加を促し、避難所

運営組織の強化につながるよう、周知と併せて実

施に向けて急ぎ検討を進めてまいります。 

  次に、「東京アプリ」による地域活性化策や健

康増進分野への活用についてお答えいたします。 

  「東京アプリ」の活用については、異なる世代

の交流を生み出すことを目的の１つとしておりま

す。このため、高齢者や地域活動に関わりの薄か

った若年者等の参加を促し、地域コミュニティー

強化に資する事業を展開していくとともに、健康

増進分野などで効果的な事業を実施できるよう、

庁内で積極的な検討を進めてまいります。 

  次に、スマートフォンの操作に関する支援につ

いてお答えいたします。 

  高齢者を対象としたスマートフォン購入助成の

際には、購入店が実施するスマホ教室等を受講す

ることを条件としておりますので、基本操作等に

ついて学ぶ機会が提供されることとなります。ま

た、既に各地域学習センターや住区センターが独

自事業として実施しているスマホ教室に加え、東

京都と連携した操作支援や、ＰａｙＰａｙ商品券

事業のサポート窓口を活用した操作支援、民間企

業のスマホ教室との連携について、令和８年度中

からサポート事業を展開できるよう検討を進めて

おります。 

  私からは以上でございます。 

○茂木聡直地域のちから推進部長 私からは、梅田
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八丁目複合施設の早期完成を目指すべきという御

意見についてお答えいたします。 

  現在、施設機能を確保しつつ、工法に問題がな

いか、コスト削減の可能性はあるかなど、第三者

による設計の妥当性を検証するべく準備を進めて

おります。今後は検証の結果を踏まえ区の方針を

示すとともに、議会へ御相談してまいります。 

  引き続き地域の皆様の期待に応えるため、庁内

連携を図り、早期完成を目指してまいります。 

  次に、本複合施設におけるワークショップでの

意見の反映についてですが、ワークショップでは

「グループ学習ができる空間が欲しい」「いろい

ろな世代と交流できるとよい」など様々な御意見

をいただき、既に意見の一部は設計に反映してお

ります。引き続き、多くの意見を施設運営に反映

できるよう努めてまいります。 

  次に、東京都が実施する町会・自治会デジタル

化推進助成についてですが、申請が進まない要因

としましては、町会・自治会役員がＩＴに不慣れ

であったり、苦手意識があることなどから、デジ

タル化の必要性を感じつつも導入に踏み出せない

状況だと分析しております。 

  先進的な取組や研修についてですが、足立区町

会・自治会連合会と連携した講演会の中で先進的

な事例として紹介するなど、周知に努めてまいり

ます。 

  次に、町会・自治会がＩＴ化を継続するための

ランニングコストの助成についてですが、東京都

の助成金は１２か月のみの助成のため、継続した

取組が行えるように、令和９年度からの区の助成

を検討してまいります。 

  次に、町会・自治会掲示板への加入申請フォー

ムにつながるＱＲコードの掲示についてですが、

掲示板へのＱＲコード掲示はスマートフォンなど

から手軽に手続ができるため、加入につながる有

効な手法であると考えております。そのため、★

★を希望する町会・自治会にはＱＲコードが記載

されているチラシをお渡しし、掲示していただけ

るように取り組んでまいります。 

  次に、多文化共生の更なる推進についてお答え

いたします。 

  昨年実施した意識調査結果から見えた課題は、

言葉の行き違いによる日本人とのトラブルやルー

ル・マナー違反など様々な課題の根底には、日本

語能力の問題があると認識しております。 

  日本語能力の問題を解決する対策として、大人

向けには、日本語能力が初期段階の外国人を対象

とした区主催の日本語教室の設置や、ボランティ

ア実施の日本語教室の支援強化を検討してまいり

ます。子ども向けには、学校内では日本語適応指

導講師の派遣や日本語学習ルームへの通級による

支援を実施し、学校外では学習拠点を設けて個々

の学力に応じた個別支援を実施しており、今後も

学校内外での支援の拡充に取り組んでまいります。 

  次に、「あだち区民まつり」における国際交流

ですが、関係団体や庁内関係部署と連携を図りな

がら、今年度の区民まつりでの国際ブースの設置

に向けて前向きに検討してまいります。 

  次に、エル・ソフィアで実施している多文化共

生の取組である食と文化の交流イベントを、他の

地域学習センターへ展開すべきとの御意見につい

てですが、まずはエル・ソフィアでの交流イベン

トの運営側にヒアリングを行うとともに、各セン

ターへ情報共有を図り、実施が可能か否か指定管

理者と検討してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○千ヶ崎嘉彦危機管理部長 私からは、災害対策に

関する御質問のうち、まず、コミュニティタイム

ラインを地域へ広げる取組についてお答えいたし

ます。 

  一部の運用訓練参加者のみに取組をとどめるこ

となく、広く地域住民に共有される必要があるた

め、地域の防災訓練においてもコミュニティタイ

ムラインに沿った避難行動を取り入れていただく
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など、地域の実情に応じた支援を行ってまいりま

す。 

  次に、住民一人一人が自分の地域のルールや避

難行動を正しく認識できる取組についてですが、

まずはリーフレットの地域内全戸配布により、地

域にお住まいの一人一人に対し情報を確実に周知

してまいります。 

  その上で、配布による効果や反応を踏まえつつ、

御提案の動画活用についても、今年度新たにコミ

ュニティタイムラインを策定する地域でモデル的

に作成するよう検討してまいります。 

  次に、中学生消火隊の声を聞くアンケート実施

と、更なる支援についてお答えいたします。 

  平成２１年度に東京消防庁と共に開始した中学

生消火隊事業は、次世代の地域防災活動を担う人

材リーダー育成のため、一層発展させるべきと考

えております。 

  今年度末を目途に、中学生消火隊及び担当の先

生にやりがいや活動ニーズを把握するアンケート

を実施し、得られた御意見を踏まえて更なる活動

支援の企画につなげてまいります。 

  次に、高校生世代を対象とした防災士の資格取

得費用を補助する仕組みを創設すべきについてお

答えいたします。 

  防災について考えるきっかけづくりの観点から

も、高校生世代の若者が防災士資格を取得するこ

とは大変意義があると考えております。 

  現行の要綱では、区内に住所を有する満１８歳

以上の者としておりますが、令和９年度からの実

施に向けて、今年度中に区内高等学校、防災士研

修センターと意見を交換し、新たな防災士資格取

得費用補助の制度を企画してまいります。 

  次に、中学生や高校生が卒業した後も「（仮称）

ジュニア防災リーダー」として活躍できる体制を

構築すべきについてお答えいたします。 

  防災意識が高いと考えられる中学生消火隊や防

災訓練などに参加があった高校生が、卒業後も足

立区とつながり、地域防災の担い手として無理な

く活動を継続できるスキームを今後検討してまい

ります。 

  次に、災害時のトイレ対策に関する御質問のう

ち、まず、横断的なプロジェクトチームをつくり、

清掃等の維持管理について検討すべきとの御質問

にお答えいたします。 

  今年度１０月に策定予定である「足立区災害時

のトイレ確保・管理計画」に基づき、災害時のト

イレ運用マニュアルを今年度中に作成する予定で

す。本マニュアルの作成段階において、関係所管

とのプロジェクトチームにより清掃や維持管理に

関する具体的な手順を検討し、実効性のある維持

管理体制を構築してまいります。 

  次に、携帯トイレを避難所などに十分な備蓄に

なるよう支援していくべきとの御質問にお答えい

たします。 

  携帯トイレの備蓄について、地域的な偏在を解

消し、十分な備蓄量を確保するため、避難所への

配備に加え、区立公園、町会や自治会倉庫などへ

の配備など分散備蓄を推進してまいります。 

  また、介護施設などにも携帯トイレなどを配布

していくべきとの御質問についてですが、介護施

設のほか障がい者施設や病院などについて、関係

所管と連携し、施設から備蓄状況や備蓄スペース

の有無など施設の実態調査を今年度末を目途に行

い、支援の方法について検討してまいります。 

  次に、区民の在宅避難を推進するためにも、集

合住宅を含め全戸配布を検討すべきとの御質問に

お答えいたします。 

  東京都が令和４年５月に発表した首都直下地震

等による東京の被害想定報告書によると、大規模

地震発生時における足立区の上水道断水率は約５

０％、また、下水道被害率が６．６％と想定され

ているため、約半数の住宅では水洗トイレの使用

が可能な見込みです。その上で、区が実施してい

る集合住宅への携帯トイレ購入費用の助成制度や
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イベントでの普及啓発により、自助としての備蓄

の促進に努めております。 

  今後は並行して、区立公園、町会や自治会倉庫

などへ分散備蓄を進めていくことで、国の求める

必要備蓄数を確保してまいります。 

  次に、多文化共生に関する御質問のうち、「あ

だち区民まつり」において防災の重要性を外国人

向けにＰＲすべきについてお答えいたします。 

  今年度の「あだち区民まつり」で設置を検討し

ている国際ブースにおいて、外国人向けの防災相

談や備蓄品の紹介もタイアップできるよう、関連

所管と共に企画し、準備を進めてまいります。 

  私から以上でございます。 

○石鍋敏夫産業経済部長 私からは、初めに、イラ

ン情勢等に伴う原油高や資材不足の影響が区内中

小企業の経営に深刻な状況を及ぼしている現状を

どのように把握しているのかとの御質問にお答え

いたします。 

  区では、一般社団法人東京都トラック協会足立

支部や足立区商店街振興組合連合会などとの意見

交換会や、マッチングクリエーターによる区内事

業者への訪問ヒアリングなどを通じて、イラン情

勢等によって事業者が直面している課題や経営状

況を聞き取り、様々な業種において資材の高騰や

在庫確保の難航といった影響を確認しております。

引き続き関連団体との意見交換などを行い、実態

把握に努めてまいります。 

  次に、商工会議所や法人会などとの緊密な連携

や相談体制の強化も含めた丁寧な周知についてで

すが、商工会議所や法人会、各金融機関などと連

携し、緊急経営資金の拡充や、中東情勢の影響を

はじめとする一連の相談にもワンストップで対応

している区経営相談窓口に関するチラシを配布し

ていただき、広く周知を図ることで区内企業の支

援を行ってまいります。 

  次に、「区内中小企業人材定着サポート助成金」

の申請件数についてですが、６月１５日現在、申

請企業数は１０７件となっております。 

  1 回の申請につき３つ全てのメニューの申請が

同時に可能で、職場環境整備に関する申請が４３

件、熱中症対策の申請が８３件、就業規則に関す

る申請が１２件あり、予算上は合計３００件想定

のところ、申請数の合計は現在１３８件となって

おります。 

  また、具体的な好事例の紹介につきましては、

今後、助成金利用事業者にインタビューを行い、

区ホームページや「トキメキ」、ＳＮＳなどで発

信してまいります。 

  次に。「レシートｄｅ商品券事業」についてお

答えいたします。 

  増額及び前倒しの実施による効果ですが、前倒

しによって、暑い時期を避けて買物に行きやすく

なったこと並びに２，５００円から３，０００円

に増額したことによって、本事業に参加する動機

が強まったことが考えられます。その結果、申請

件数は、先週末の６月１９日現在、前年度比１．

２９倍程度、１０万７，３６４件となっており、

当初予定の９万件から更に約２万件以上の申込み

が予想されます。 

  次に、商店街応援券事業のデジタル券の拡大に

伴う店舗の開拓状況についてですが、４月から約

２，５００店舗への直接訪問や文書送付によって

店舗開拓を行っており、デジタル券の取扱店舗は

６月１９日時点で１，１８１店と、前年度と比較

して３６０店舗増加しております。 

  また、区民への周知方法についてですが、区内

商店街や区民事務所、住区センターにポスター、

チラシを配布しているほか、あだち広報６月２５

日号に掲載、区ホームページ、ＳＮＳなどで周知

を行ってまいります。 

  次に、「足立区プレミアム商品券（ＰａｙＰａ

ｙ商品券）」の実施に当たっては、区民に分かり

やすく、より丁寧な説明が必要との御質問につい

てお答えいたします。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １９  

 

  あだち広報、区ホームページ、ＳＮＳ、ポスタ

ー、チラシなどで今回の改善点を分かりやすく周

知するとともに、サポート窓口を令和７年度に比

べ１か月程度延長することで、御高齢の方などに

も分かりやすく、１人でも多く御利用いただける

よう丁寧に説明をしてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○伊東貴志福祉部長 私からは、初めに、介護サー

ビス事業所、障がい福祉サービス等事業所、物価

高騰支援特別給付金事業の分析と、昨年度より手

厚い内容の更なる支援の検討についてお答えいた

します。 

  まず、特別給付金事業の効果は明確な数値で表

すことが困難なものの、事業者からは「事業継続

の支えになった」という声をいただいており、事

業者支援の一助になったと評価をしております。 

  次に、昨年度より手厚い内容を検討すべきとの

御提案についてですが、給付金の算定は、光熱水

費等の推移を示す消費者物価指数を基に事業所の

サービス種別と定員規模に応じた補助基準額を設

定し、実態に即した積算に努めております。 

  今回の補助に当たり算定した令和７年１０月か

ら令和８年３月までの消費者物価指数の平均は、

食材費は上昇したものの、光熱水費やガソリン代

は国や都の補助の効果もあり下降している推移を

踏まえると、更なる上乗せ支援は実施する状況に

ないと考えております。 

  次に、物価高騰と最低賃金の引上げによる事業

所の経営圧迫について、区内の就労継続支援Ａ型

事業所に対して経営実態を把握して、区として支

援すべきについてお答えいたします。 

  令和８年６月、区内全てのＡ型事業所に現在の

経営状況や課題の聞き取り等を行った結果、昨今

の物価高騰や最低賃金の引上げに伴う影響は一定

程度見られるものの、現時点で経営が逼迫してい

る状況にある事業所は確認しておりません。 

  今後もＡ型事業所を含めた全ての障がい福祉サ

ービス等事業所の状況や物価高騰の推移、物価高

騰に対する国や都の支援などを注視しつつ、必要

な支援については引き続き実施してまいります。 

  次に、高次脳機能障がいの当事者や家族への支

援についての御質問にお答えいたします。 

  まず、情報発信や相談体制の強化についてです

が、高次脳機能障がいについては、精神障害者保

健福祉手帳などの手続は保健センターで、生活全

般の相談・支援は障がい福祉センター自立生活支

援室、通所支援は社会リハビリテーション室、就

労準備支援は雇用支援室で、それぞれ専門対応し

ております。そのため専用窓口を設置する予定は

ありませんが、高次脳機能障がいに係るホームペ

ージの開設や、東京都主催の支援★★養成研修を

職員に受講させ人材の育成を行うなどにより、情

報発信や相談体制の強化を図ってまいります。 

  次に、高次脳機能障がいのある子どもへの支援

についてですが、友人関係や学習についていけな

いなどの課題が想定されます。現段階では相談件

数は少ないものの、復学や就学に当たっては教職

員に障がいの理解を求めることが必要であり、当

面は障がいの理解促進に資する支援情報の収集に

努めてまいります。 

  次に、当事者と家族のニーズの把握と切れ目の

ない支援及びＮＰＯ法人足立さくら会の地域活動

支援について、一括してお答えいたします。 

  当区では、ＮＰＯ法人足立さくら会が中心とな

り、医療、介護、福祉との「高次脳機能障がいネ

ットワーク」を定期的に開催しております。当事

者と家族のニーズの把握については、ネットワー

クで現状共有は行っているため、改めて実態調査

を行う予定はありませんが、このネットワークを

中心に、個別の当事者や家族への切れ目のない具

体的な支援を強化してまいります。 

  また、昨今の物価高騰の状況もありますので、

高次脳機能障がいの相談支援及び普及啓発を担っ

ていただいているＮＰＯ法人足立さくら会には、
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活動が継続できるように情報共有を密にし、必要

な支援策を実施してまいります。 

  私からは以上です。 

○半貫陽子高齢者施策推進室長 私からは、「東京

都シルバーパス」への助成について、一括してお

答えいたします。 

  足立区における１万２，０００円の負担金の対

象者数は約３万１，０００人であり、高齢者の方

の外出支援の一助となることから、区独自の軽減

措置の必要性を鑑み、令和９年度からの先行自治

体と同等の補助の実施に向けて検討してまいりま

す。 

  私からは以上です。 

○馬場優子衛生部長 私からは、女性のがん検診な

どに関する御質問のうち、まず、「東京アプリ」

で２，０００円分の東京ポイントを受診者に付与

する事業を周知することについてですが、女性の

がん検診にポイントが付与されることについて、

都の予算プレスの資料の中で事前に確認しており

ましたので、５月末に約１５万人へ発送したがん

検診受診券の封筒表面に印刷して案内をいたしま

した。 

  今後は、あだち広報や区ホームページ、ＳＮＳ、

１０月の「ピンクリボンあだち」のイベントに加

えて、１１月に発送する予定のがん検診未受診者

に対する再勧奨通知など、機会を捉えて情報を発

信してまいります。 

  次に、本事業を通じて得られるであろう世代別

の受診データについてですが、本区の対策に活用

できるよう、東京都に提供していただくことを今

後要望してまいります。 

  次に、乳がん検診受診の年度末の駆け込み需要

に応えるため１月、２月に実施した令和７年度日

曜乳がん検診における現時点での効果分析と今後

の改善策について、まず分析ですが、実施医療機

関を令和６年度の４か所から８か所に拡大したこ

とで、受診者数は１５８名と、前年度比３．６倍

に増加し、受診したい方の要望に一定程度応える

ことができました。 

  一方で、用意した定員に達した施設がある反面、

受診者が定員の１割に満たない施設も見受けられ

るなど、医療機関による偏りが出たことは課題と

考えております。 

  改善策として、実施場所の拡充については施設

数が限られているため難しいと考えますが、今後

に向けて、以下の２点を進めてまいります。 

  第１に、実施時期を現在の１月、２月から、受

診意識が高まる１０月のピンクリボン月間直後へ

前倒しします。第２に、受診実績の高い施設にお

ける定員及び実施時期の拡充です。これらについ

て、「区民の声」などに寄せられる利用者の声も

参考にしながら、区医師会と協議してまいります。 

  次に、アピアランス支援を必要とする区民に対

し、福祉部が実施しております応急小口資金貸付

制度の情報を丁寧に周知することについてですが、

本貸付制度をアピアランスケア用品購入費用等助

成の案内チラシに明記し、今後、区内のがん検診

実施医療機関のみならず、皮膚科、形成外科など

の医療機関、理美容店や学校などへ、９月のがん

征圧月間までに幅広く配布してまいります。 

  併せて、区ホームページの足立区がんポータル

サイトやＳＮＳにおいても情報を掲載し、区民の

皆様へ周知してまいります。 

  次に、風邪のような症状を起こすウイルスの感

染症であるＲＳウイルスの予防接種についての御

質問のうち、まず、６０歳以上の重症化リスクに

ついての区の考え方ですが、ＲＳウイルス感染症

は、基礎疾患を有する高齢者などが感染すると肺

炎などを発症し、入院や死亡などのリスクを高め

る感染症であると認識しております。 

  次に、ワクチンの有効性や安全性についての積

極的な周知・啓発についてですが、高齢者へのＲ

Ｓウイルスワクチンは予防接種法に基づかない任

意の予防接種となっていることから、区から周知
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や啓発を積極的に行うことは現時点では難しいと

考えております。 

  次に、７５歳以上の方などの重症化リスクの高

い方を対象としたＲＳウイルスワクチンの接種費

用助成についてですが、まずは高齢者向けの定期

接種の扱いとなっている帯状疱疹や肺炎球菌など

の予防接種に注力し、任意接種の扱いとなってい

るＲＳウイルスワクチンについては、引き続き国

の審議会の情報などを収集し、次の段階で検討し

てまいります。 

  私からは以上でございます。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、地域公共

交通対策の御質問のうち、初めに、地域内交通導

入サポート制度の御質問についてお答えします。 

  まず、地域協議会への費用面に関する支援につ

いてですが、現在、区が運行事業者へ支払う運行

経費と地域協議会へ支払う活動経費は月当たりの

上限額を合計で１５０万円と設定しています。地

域協議会からは、活動経費として使ってよい範囲

が分かりづらいとの御意見をいただいているため、

運行経費と地域協議会への支援分を切り分け、内

容を明らかにするとともに、協議会への活動に対

する支援額の拡充について検討しております。 

  次に、扇地区と舎人地区の現状と今後のスケジ

ュールについてですが、まず、扇地区については、

地域協議会と連携し、おおむね乗降スポットの選

定が終了したため、６月より★★を開始しました。

令和８年度の冬頃から実証実験が開始できるよう、

関係機関との協議を進めてまいります。 

  次に、舎人地区についてですが、５月に最初の

地域協議会を開催し、地域内の交通課題等の意見

を集約しました。令和８年度中に移動課題を解消

するための方向性や実証実験に向けたスケジュー

ルについて検討していく予定です。 

  次に、施設送迎車の活用についてですが、「地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の基

本方針では、地域の多様な輸送資源を有効活用し

ながら地域公共交通を維持していくことが規定さ

れました。サポート制度は、同基本方針の趣旨を

踏まえ、医療や介護施設の送迎車活用の支援も可

能となっております。 

  今後、関係する事業者へ積極的にヒアリングな

どを行い、施設側の体制等の確認をしながら、地

域内交通の協力可能な範囲について確認してまい

ります。 

  次に、自動運転バス事業における区民周知につ

いてお答えします。 

  事業の実施に当たりましては、全区民に向けた

広報やＳＮＳによる周知をはじめ、試験走行を開

始する前の１０月頃に実際の車両を活用した技術

紹介や安全性の説明会等を沿線地域で実施します。 

  実証運行開始後は、おおむね１か月程度の無償

の試乗期間を設ける予定であり、自動運転技術に

触れていただくことで安心して利用いただけるよ

う努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○依田保選挙管理委員会事務局長 私からは選挙に

関する御質問のうち、まず、投票率の低い地域の

商業施設などにおける啓発活動についてお答えい

たします。 

  本年２月に執行されました衆議院議員選挙にお

きましては、投票率の最も高い投票所は千寿常東

小学校で６１．９３％でした。一方、投票率の最

も低い投票所は花畑中学校で４５．３９％、ほか

に渕江中学校、桜花小学校、中川北小学校、六木

小学校など計１５の投票所が５０％未満となって

おります。 

  令和９年の足立区議会議員選挙においては、そ

うした地域の商業施設において啓発事業が実施で

きるよう、今後関係施設に相談してまいります。 

  次に、期日前投票所の拡充及び混雑緩和対策に

ついてお答えいたします。 

  現在、期日前投票所の空白地域となっている綾

瀬川よりも東側の地域及び環七以北の国道４号線
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よりも東側の地域において、それぞれ１か所、ま

た、アリオ西新井の混雑緩和及び環七以北、東武

線よりも西側の地域の空白地域解消のために１か

所、計３か所の増設を検討しております。いずれ

も、令和９年の足立区議会議員選挙から開設でき

るよう取り組んでまいります。 

  なお、シアター１０１０につきましては、令和

７年の東京都議会議員選挙、参議院議員選挙で千

住区民事務所の会議室を特設会場として開設した

ことで混雑の緩和が図られております。衆議院議

員選挙におきましても混雑緩和を図るため、今年

度も近隣商業施設に期日前投票所開設の御相談を

しましたが、残念ながら現在のところ新規開設の

めどは立っておりません。次期衆議院議員選挙に

向けて、駅周辺商業施設やシアター１０１０内の

他室も含め検討を進めてまいります。 

  次に、投票所における管理者、立会人の報酬に

つきましては、令和９年の足立区議会議員選挙の

際には、他の特別区の状況も参考にしつつ、最低

賃金を踏まえた額となるよう、「選挙長等の報酬

及び費用弁償に関する条例」の改正を検討してお

ります。 

  次に、初投票記念証や投票済証の改善につきま

しては、選挙管理委員会の中で御議論いただき、

令和９年の足立区議会議員選挙から足立区独自の

投票済証を作成する予定としております。その際

には、現在の初投票記念証は投票済証とほぼ同一

のものであることから、改めて初投票の方への記

念となるものについて検討したいと考えておりま

す。 

  次に、投票率の低い地域の小・中学校における

主権者教育につきましては、更に充実できるよう、

教育委員会及び当該地域の小学校、中学校と協議

してまいります。 

  次に、若者層をターゲットとしたイベント会場

での啓発活動ですが、区内大学の学園祭など積極

的に検討、働き掛けを行ってまいります。 

  私からは以上でございます。 

○中村明慶教育長 私からは、保育園の待機児童解

消と、「誰でも通園制度」についてお答えします。 

  まず、今後の待機児童対策及び低年齢児の新た

な受皿の検討について、一括してお答えします。 

  待機児童の多くを占める１歳児を中心に、ゼロ

歳、２歳児を含めた対策を検討しています。まず

は、保育ママの定年による受皿の減少分を含め、

小規模保育室や１歳児の緊急保育室を開設する待

機児童解消の計画を、本年９月を目途に策定いた

します。この計画を基に、待機児童解消に向け全

力で取り組む覚悟です。 

  次に、「こども誰でも通園制度」の周知とアン

ケート調査についてですが、利用者に対するアン

ケート調査は、令和９年度に向けた改善を目的に、

事業開始半年後の１０月頃実施する予定です。 

  並行して、子育て家庭訪問事業での対面周知や、

「おやこ手帳」アプリ等のＳＮＳでのプッシュ型

配信、あだち広報への掲載を組み合せながら、タ

イムリーに情報発信してまいります。 

  私から以上です。 

○田巻正義教育指導部長 私からは、まず、郷土博

物館や都市農業公園と連携した足立区版「アクテ

ィブ・ラーニング・ツアー」の作成についてお答

えいたします。 

  現在も校外学習の目的に合わせて、郷土博物館

や都市農業公園等を利用しております。今後は豊

田市の取組を参考にしながら、学校だけではなく、

個人でも学習できる見学プログラムの作成につい

て、校長会や各施設の協力を得ながら、作成に向

けて準備してまいります。 

  また、「あだち学校ＩＣＴ情報ひろば ｆｏｒ Ｓ

ｔｕｄｅｎｔｓ」の活用につきましては、郷土博

物館や都市農業公園等で今年度の夏休みから予定

されるプログラムを取りまとめて掲載するととも

に、今後作成する「アクティブ・ラーニング・ツ

アー」の見学プログラムについては、完成次第掲



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２３  

 

載し、広く周知してまいります。 

  次に、不登校や病気を理由に給食を食べていな

い長期欠席の児童・生徒への昼食費支援について

お答えいたします。 

  国が令和８年度から小学校の不登校に対する給

食費相当額の給付事業費を新たに補助対象にした

ことを受け、東京都は小学校に加え中学校も補助

対象といたしました。 

  令和９年度に向けた本補助金活用の可否につき

ましては、他自治体の先行事例を参考にしながら、

支給対象の範囲や教職員の事務負担増などの課題

を、年内を目途に早急に整備してまいります。 

  私から以上です。 

○楠山慶之子ども家庭部長 私からは、社会全体で

子どもを育む「共育」についてお答えいたします。 

  まず、男性の育児参加の後押しを含めた「おや

こ手帳」アプリでの情報発信についてですが、こ

のアプリは、就学前の幅広い子育て家庭を対象に

子育て支援サービスを発信しております。ただ、

今後は当事者目線での家事・育児や仕事との両立

方法など、男性の育児参加の後押しも重要と考え

ます。多様化するニーズに応じるため、関係所管

と連携し、これまで育児に関わりづらかった層を

対象にするなど、よりターゲットを絞った情報発

信も検討してまいります。 

  また、アプリの登録促進ですが、あだち広報や

区ホームページ、ＳＮＳによる情報発信は引き続

き実施いたします。加えて、子育て家庭訪問事業

において、家庭訪問時に登録を促すなど、直接的

な対話を通じて登録者数の増加につなげてまいり

ます。 

  次に、子育て家庭訪問事業で接触できていない

約４割の家庭へのアプローチについてですが、今

後も未利用の家庭への直接訪問や、はがきによる

事業勧奨、３～４か月児健診会場でのＰＲを強化

し、本年９月までに、接触できない家庭の割合を

２割まで減少、先行自治体と同程度の訪問率８

０％を目標に取り組んでまいります。 

  次に、「共育（トモイク）プロジェクト」の周

知についてですが、区ホームページ★★に加え、

産業経済部の企業向けメールマガジンを活用し、

周知を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ副議長 この際、議事の都合により暫

時休憩いたします。再開は午後３時ちょうどとい

たします。 

午後２時３８分休憩 

午後３時００分再開 

○伊藤のぶゆき議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

  １３番杉本ゆう議員。 

［杉本ゆう議員登壇］ 

○杉本ゆう議員 私は、足立区議会自由民主党を代

表し、さきの通告に従って順次質問いたします。 

  執行機関の皆様におかれましては、区民の皆様

に分かりやすい真摯な答弁を求めます。 

  まず、財政運営と予算編成の在り方について伺

います。 

  足立区は現在約１，８００億円を超える基金を

保有しており、財政状況は比較的安定しています。

しかし、区の財源の多くは都区財政調整交付金等

に支えられており、将来にわたり保障されたもの

でありません。現在、国と東京都の間では税源偏

在是正をめぐる議論が続いており、その影響が将

来的に区財政へ及ぶ可能性もあります。 

  そして、財政に余力のある今だからこそ、将来

を見据えた予算編成と財源配分が求められます。

予算規模の小さな所管が限られた財源の中で事業

を進める一方、大規模事業を抱える所管では僅か

な見込み違いが億単位の減額補正や不用額につな

がることもあり、予算査定の精度向上について改

めて検証する必要があると考えます。 

  まず、現在の財政状況が予算編成にどのような

影響を与えていると認識しているのか、また、将
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来の財政環境の変化も見据え、予算編成の精度向

上と財源の最適配分にどのように取り組んでいく

のか、区長の見解を伺います。 

  財政課は各所管から提出された予算要求につい

て、前年度及び過去数年間の決算額や執行実績を

どのように分析し、予算査定に反映しているのか

伺います。 

  令和６年度において、１億円以上の減額補正又

は不用額が生じた事業は何件あるのか、また、そ

の事業名及び主な要因について伺います。 

  次に、特別職のコンプライアンス体制の確立に

ついて伺います。 

  さきの予算特別委員会において、区政に対する

信頼確保やコンプライアンスの重要性について、

我が会派の工藤議員からも質問がありました。足

立区では一般職員を対象とした職員倫理規程や利

害関係者との接触に関する指針等が整備されてい

ますが、特別職は必ずしも十分とは言えない状況

です。区民から信頼されている区政運営を将来に

わたり維持するため、特別職を含めたコンプライ

アンス体制の強化が必要であると考えます。 

  そこで区長に伺います。 

  現在、足立区では一般職員を対象として「足立

区職員倫理規程」「利害関係者との接触に関する

指針」が整備されている一方、区長、副区長及び

教育長については、これらを体系的に整理した制

度が存在しないものと認識していますが、この認

識でよろしいでしょうか。また、現行制度で十分

であると考えているのか伺います。 

  国においては、「国家公務員倫理法」「国家公

務員倫理規程」及び「大臣規範」などが整備され

ています。足立区においても利害関係者との関係、

贈答品や会食の取扱い、利益供与の防止等につい

て、特別職を対象とした具体的な行動基準を定め

る考えはあるのか伺います。 

  令和８年２月にハラスメントの防止等に関する

基本方針を改正し、区長、副区長、教育長も対象

としたようですが、制度が整備されたとしても相

談対象が特別職である場合には、職員が立場上の

影響等を懸念し相談や通報をためらうことも想定

されます。 

  現行の人事課を通じた相談体制に加え、より匿

名性や第三者性を確保した相談・通報体制の充実

を図るべきと考えますが、特別職を対象としたハ

ラスメント防止策について見解を伺います。 

  次に、区内事業者及び区民生活への支援と財政

運営の見通しについて伺います。 

  中東情勢の影響に伴い、国内でもエネルギー需

給が不安定となる中、区は区民１人当たり１万円

を支給する「あだち食料品等物価高支援給付金」

を行い、国の交付金に上乗せして財源を投入して

きました。こうした不測の事態に備え基金を積み

上げてきたことで、支援給付金の迅速な支給や区

独自の支援策に着手できたと評価しています。 

  物価高騰と中東情勢の不透明さによる影響を受

け、区内事業者は悲鳴を上げています。こうした

状況を踏まえ、区内事業者の支援を区として早急

に実施すべきと考えます。また、区民生活の支援

も同様に実施すべきと考えますが、併せて見解を

伺います。 

  今後、区財政への影響も懸念される中、不測の

事態に備えた財政基盤の確保が重要です。基金は

将来への備えとして計画的に積み立てる一方で、

区民生活や地域経済に大きな影響が出る局面では、

積極的に活用していくべきと考えますがどうでし

ょうか。 

  次に、「東京アプリ」の活用について伺います。 

  東京都が令和７年２月にリリースした「東京ア

プリ」は、デジタルの力で都民がスマホ１つで行

政とつながり、より便利になったと実感してもら

うことを目指しています。 

  都内自治体においても、ボランティア活動への

参加やアンケート調査に協力していただいた区民

に対して東京ポイントの付与ができると聞いてい
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ます。 

  まず、現在の「東京アプリ」の区内におけるダ

ウンロード数や、マイナンバー★★連携を行い、

東京ポイントを１万１，０００ポイント付与され

た区民の人数を把握しているのか、また、区民に

対して本事業をどのように周知しているのか、併

せて伺います。 

  ポイントは施設などのチケット交換にも使える

とのこと。「東京アプリ」に掲載されることで区

施設のＰＲにも結び付くと考えますが、見解を伺

います。 

  区としても、「東京アプリ」を積極的に活用す

べきと思いますが、今後どのような方針でこのア

プリを活用していく考えなのか、また、具体的に

ポイント付与事業の検討やスケジュールはどうか

伺います。 

  活用に当たり大きな問題が、スマートフォンの

操作に不慣れな高齢者の方が多いことです。解決

のためにはサポート窓口の開設のほか、各地域学

習センターや住区センターでのスマートフォンの

使い方講座を開催するなど、区として手厚い対応

が必要と考えますがどうでしょうか。 

  次に、職員のエンゲージメント、いわゆる働き

がいの向上について伺います。 

  現在、全国の自治体で、公務員志望者の減少や

若手・中堅職員の早期離職が深刻な問題となって

います。優秀な人材確保のために、働いている職

員が、この町のために、この組織で働き続けたい

と思う、いわゆるエンゲージメントを組織として

把握し、人事施策に活用する動きが広がってきて

います。総務省においても、★★公務員のウェル

ビーイングの向上や、能力・実績を反映した人事

評価の活用などの重要性が指摘されています。 

  また、我が会派は、先日の副区長選任に当たっ

ての賛成討論においても、長期的な視点に立った

人材育成の重要性や組織の持続可能性について強

い問題意識を示したところであります。 

  組織における人材育成の成果は、単に研修を実

施したかどうかではなく、職員が働きがいを感じ、

自ら成長し、将来への管理職や組織の中核を担お

うと考える人材が着実に育っているかによって評

価されるべきです。 

  まず、当区における近年の職員の離職傾向、特

に若手職員の離職状況はどのようになっているか

伺います。 

  職員が日々の業務に誇りや働きがいを感じられ

ているといったエンゲージメントの現状について

把握し、今後の人事施策に活用すべきだと思うが、

区の認識はどうか伺います。 

  離職を防ぎ、職員のパフォーマンスを最大限に

引き出すためには、従来の管理型の人事管理から、

職員のエンゲージメントを高める対話型・支援型

の組織への変革も必要となるのではないでしょう

か。 

  職員のエンゲージメント及び組織風土改革に向

けて、今後どのような具体的な取組を進めていく

のか見解を伺います。 

  区は人材育成を重要施策として位置付けていま

すが、その成果をどのような指標によって把握・

検証しているのか伺います。 

  また、職員の昇任意欲や管理職へのチャレンジ

意識、将来の組織運営を担う後継人材の育成状況

について、区はどのように把握し、人事施策に反

映しているのか併せて伺います。 

  次に、自治体間の国際交流の推進について伺い

ます。 

  自治体間の国際交流は、単に相互理解や友好・

親善を深めるだけでなく、自治体が抱える様々な

行政課題の解決に向けて、海外の先進事例・施策

を学び、区政発展につなげる重要な機会でもあり

ます。 

  まず、４０年以上の歴史がある西オーストラリ

ア州ベルモント市との姉妹都市交流についてです。

私自身、昨年、工藤副区長と共に現地を訪問し、
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学校関係者と意見交換を行いました。その際、現

地の中学・高校に相当するベルモントシティカレ

ッジでは日本語教育を実施しており、日本に関心

を持つ生徒も多く、交流についても前向きの意向

が先方から示されました。 

  私はこれまで教育分野での連携について提案し

てきましたが、令和６年第２回定例会では、ベル

モント市には教育委員会制度がないこと、自治体

規模及び学校数の違い、教員派遣に伴う負担など

を理由に実施は困難との答弁がありました。しか

し、令和６年決算特別委員会において、現地で確

認した状況を踏まえて改めて質問したところ、工

藤副区長からは「まずは現地のシステムを知る必

要がある」、更に教育長からは「教育委員会とし

て何ができるか今後検討する。ニーズや実施の可

能性を研究していく」との答弁がありました。 

  ベルモント市との交流の意義は、英語学習だけ

でなく、同世代との交流や異文化理解を通じて国

際的な★★を育むことにあります。 

  その後、教育委員会はベルモント市との制度の

違いや自治体規模、学校数の差という課題を踏ま

え、実現可能な教育交流事業についてどのような

検討・研究を行い、また、観光交流協会とどのよ

うな連携を行ってきたか伺います。 

  教員派遣については、教員の負担が課題として

挙げられましたが、教育委員会は校長会や教員に

対し、学校間交流や教員交流に関するニーズ調査

や意向確認を行ったことがあるのでしょうか。 

  また、希望する教員を対象とした研修や交流に

ついて、どのように考えているでしょうか。 

  オンラインを活用した学校間交流や生徒交流、

また、希望する教員を対象とした現地校での研修

等、実施可能な取組から段階的に進めるべきと考

えます。 

  教育委員会として、観光交流協会と連携しなが

ら主体的に関与すべきと考えるが、見解を伺いま

す。 

  次に、区政に資する海外自治体との交流につい

てです。 

  私自身、区議会の議員連盟の活動等を通じて海

外の様々な先進事例を視察してきました。中でも

韓国や台湾は、日本と社会構造や価値観、行政制

度に共通する部分も多く、少子高齢化対策、子育

て支援、デジタル行政、まちづくりなど、足立区

が直面する行政課題について相互に学び合うこと

のできる環境であると感じています。このような

自治体間の国際交流は、区政運営の向上や職員の

政策形成能力の向上にも資するものであると考え

ます。 

  まず、韓国のソウル市や台湾の台北市は東京と

同規模の大都市であり、特にソウル市は２５の区

があり、東京２３特別区との共通点も多くなって

います。実際に先日、日韓議連でソウル市★★の

高齢者支援や麻浦区の若者支援に関する先進的な

取組を視察してきました。反対に、韓国の★★職

員によるこども支援センターげんきの視察や、台

湾の国会議員による学校給食の視察が行われるな

ど、足立区の取組に対しても高い関心が寄せられ

ています。 

  区はこうした海外自治体との政策交流や先進事

例の調査・研究を積極的に行い、政策立案や事業

改善に活用すべきと考えるがどうでしょうか。 

  職員の人材育成や政策研究の観点から、国内自

治体に加え、海外自治体への視察や調査研究にも

職員を積極的に派遣すべきと考えるが、見解を伺

います。 

  海外自治体との交流や調査研究によって職員が

行った知見を個人の経験にとどめるのではなく、

庁内で共有し、政策立案や事業改善に活用してい

く仕組みを構築すべきと考えますが、見解を伺い

ます。 

  次に、多文化共生に対する取組について伺いま

す。 

  現在我が国では、不法就労の防止や在留資格の



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２７  

 

厳格化など適正な出入国管理が進められている一

方、深刻な労働力不足を背景に外国人住民は増加

しています。足立区においても多文化共生を進め

る中で、地域における真の安心・安全を確保する

ためには、摩擦を未然に防ぎ、日本人住民と外国

人住民が互いに地域社会を構成する主体として認

め合う仕組みづくりが重要です。 

  まず、区は区民意識調査や外国人住民アンケー

トを実施するとともに、多文化共生推進会議でも

議論を重ねてきました。これらを通じて把握され

た意見や課題は何か、また、それらを今年度策定

する「多文化共生推進計画」へどのように反映す

るのか、更に、計画を通じてどのように地域社会

の実現を目指しているのか伺います。 

  ごみ出しに代表される生活ルールをめぐる課題

については、外国人問題として語られることが多

くなっていますが、実際には日本人を含めた地域

社会全体の課題として捉えるべき側面もあります。

一方で、日本の生活ルールや制度が十分に伝わっ

ていないことに起因するする問題もあると考えま

す。 

  区はこうした現状をどのように分析しているの

か、また、多言語対応や「やさしい日本語」によ

る情報発信の充実に加え、外国にルーツを持つ子

どもたちへの日本語支援や学習支援について、今

後どのように取り組んでいく考えなのか伺います。 

  地域社会と相互理解を深めるためには、地域と

の接点を持つことが重要です。お祭りに参加する

など地域活動へ積極的に参加する外国人住民もい

る一方、技能実習生など滞在期間が限られる外国

人や、永住資格を有しても自国コミュニティーを

中心に生活し、日本社会との接点が少ない外国人

も存在します。 

  区はこうした外国人住民に対し、どのようなア

ウトリーチ戦略をもって地域とのつながりを強く

するよう進めていくのか、また、「多文化共生推

進計画」の中で地域社会への参加促進や相互理解

の推進をどのように位置付け、地域における持続

的な関係づくりにつなげていくのか伺います。 

  次に、「レシートｄｅ商品券事業」について伺

います。 

  昨年度は申請件数が上限に達しなかった一方、

今年度の申請件数は６月１５日現在で７万６，０

００件を超えており、このまま推移すれば上限の

９万件に達する可能性もあります。区民に分かり

やすく公平な制度運営を行うためには、より精度

の高い需要予測と明確なルール設定が重要である

と考えます。 

  まず、現時点における申請状況と最終的な見込

みはどうか、また、今年度の募集件数及び予算規

模はどのような根拠に基づき設定したか、更に、

その見込みと実績に乖離が生じている要因をどの

ように分析しているか伺います。 

  仮に申請件数が上限を超える見込みとなった場

合には、既に多くの区民が申請準備を進めている

ことも踏まえ、区民に不利益が生じないよう対応

すべきと考えます。契約差金の活用や補正予算に

よる対応も含め、できる限り多くの区民が事業を

利用できるよう、どのように対応する考えでしょ

うか。 

  本事業は、デジタルに不慣れな高齢者も参加し

やすい点に意義があると思います。一方で、区制

９０周年を契機として始まった経緯から、９００

円以上のレシートを９枚集める仕組みとなってい

ますが、現在の事業目的に照らし、最適な制度と

なっているのか検証が必要です。 

  レシートの金額や枚数の設定も含め、本事業の

制度設計を見直すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  区は本事業について区内事業者支援の側面も強

調していますが、提出されたレシートについて、

業態別や商店街加盟店、個人商店等の利用状況を

把握・分析しているのか、また、その結果から本

事業が区内事業者支援や消費喚起にどの程度効果
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があったと評価しているか伺います。 

  次に、六町エリアデザインについて伺います。 

  六町駅前区有地の再公募の条件などについて地

域の声を確認するため、オープンハウス型説明会

が実施されました。訪れた区民の方の人数及び寄

せられた意見の内容について伺います。 

  また、地域の声を★★として、今後六町駅前区

有地の活用をどのように進めていくのか、具体的

な見解についても伺います。 

  また、さきの予算特別委員会で我が会派の吉岡

議員から「今後六町のまちづくりを進めるに当た

り、区内の大学生にまちを歩いてもらい意見を聞

いてはどうか」との質問に対し、区側からは前向

きな答弁がありました。その後、大学生とのまち

歩きが行われたのか、行われたとすればどのよう

な意見があったのか伺います。 

  また、土地区画整理事業を間もなく完了する見

込みですが、今後引き継がれた公園の整備や六町

いこいの森の活用、駅前区有地の活用など、区が

取り組むべきまちづくりは少なくありません。 

  これらのまちづくりに際しては、今回の大学生

の例も含め、子育て世代や地域に長く住み続けて

いる世代など、様々な世代から丁寧に意見を聞き

ながら進めてもらいたいがどうか、見解を伺いま

す。 

  次に、竹の塚エリアデザインについて伺います。 

  区とＵＲ都市機構及び東武鉄道は、竹ノ塚駅東

口で交通広場を核とした人中心の駅前空間づくり

を目指し、都市再開発法に基づく再開発事業の検

討を進めています。今年度中に関連する都市計画

の決定を予定しており、先日、竹の塚★★センタ

ーで説明会が開催され、今後も説明会が予定され

ています。説明会では竹ノ塚駅東口の将来イメー

ジも示され、早期完成が期待されます。 

  再開発に関する都市★★が決定されれば、事業

着手に向け遅滞なく手続を進めると考えるが、そ

れまでに竹の塚エリアの公共公益施設の再編及び

駅前に整備すべき機能を決定する必要があるので

はないでしょうか。 

  再開発に関する都市計画決定及びその後の事業

化に向けた今後のスケジュール、また、駅前に整

備すべき公共公益施設について検討状況はどうか、

具体的に伺います。 

  竹の塚エリア西側の拠点となり得る区有地とし

て、旧竹の塚保健センター跡地があります。本格

的な活用については、都が施工中の都市計画道路、

補助第２６１号線の整備状況を見ながらの検討と

なると思いますが、完成までには相当な時間が掛

かります。これまで資材置場として活用されてい

ましたが、今後は使用予定はないとのこと。令和

８年４月にオープンし、土・日曜には子育て世代

を中心ににぎわっている「たけのつカー＆パーク」

の利用状況を見ると、この土地も様々な活用が可

能と考えます。 

  地元の意見を聞きながら、旧竹の塚保健センタ

ー跡地も暫定的な活用を進めてはどうか、考えを

伺います。 

  次に、足立区内の公共交通について伺います。 

  運転士不足や高齢化の進展などにより、地域公

共交通を取り巻く環境は大きく変化する一方、高

齢者の外出支援や買物・通院など、区民の日常生

活を支える移動手段の確保は今後ますます重要と

なっています。 

  区では、コミュニティバス「はるかぜ」協働事

業、自動運転バス導入事業、地域内交通導入サポ

ート制度など、様々な取組を進めていますが、こ

れらを個別の事業としてではなく、区民の移動手

段を守り、充実させるための総合的な交通政策と

して積極的に推進していくべきと考えます。 

  まず、コミュニティバス「はるかぜ」協働事業

は本年度で最終年度を迎えますが、運転士不足や

運行経費の高騰が続く中、区民の重要な移動手段

である「はるかぜ」を維持していくため、これま

での取組をどのように評価しているか、また、来



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２９  

 

年度以降どのような支援を行っていく考えか伺い

ます。 

  自動運転バスは、運転士不足の打開策として重

要な取組です。国土交通省の補助事業採択を追い

風として、令和１０年１０月のレベル４自動運転

開始に向けた取組に着実に進めていく必要がある

と考えますが、他自治体で事故も発生しており、

地域からは安全性を不安視する声もあります。足

立区における自動運転バスの導入を成功させるた

めには、実証段階における安全対策を徹底し、区

民の理解と信頼を得ながら進めていくことが重要

です。 

  実証運行期間中の安全対策や監視体制をどのよ

うに講じていくのか、また、区民理解の促進にど

のように取り組んでいく考えなのか伺います。 

  地域内交通は、交通空白地帯への対応や高齢者

の移動支援の観点から極めて重要な取組です。区

では「地域内交通導入サポート制度」を創設し、

「チョイソコ」「花畑ぐるりん」など、それぞれ

の地域特性に応じた多様な運行形態に挑戦してお

り、更に扇地区でも新たな取組が検討されている

など、一連の区の取組を評価しています。 

  一方で、「地域内交通導入サポート制度」を通

じて地域内交通を持続可能な制度として確立して

いくためには、利用実態や需要を正確に把握し、

ＥＢＰＭに基づく検証が重要です。 

  必要に応じ外部の専門的知見も活用し、より実

効性の高い分析を行うべきと考えるがどうでしょ

うか。 

  また、「地域内交通導入サポート制度」の更な

る発展のためには、それを支える体制の充実も不

可欠です。 

  区はこれまでの運用を通じて、どのような課題

を把握しているのか、また、今後どのような制度

運用の改善や人員体制の充実、予算の確保を含め

た支援体制の強化を図っていく考えなのか、見解

を伺います。 

  次に、区立公園内の野球場への日よけの整備に

ついて伺います。 

  足立区では熱中症予防に関する情報発信や注意

喚起を進めており、令和６年には荒川河川敷の野

球場に日よけが設置されました。 

  一方で、しょうぶ沼公園の野球場では、利用者

から「日差しを避ける場所が少なく、真夏の利用

がつらい」といった声が寄せられています。特に

区立公園内の野球場では日陰が十分でない時間帯

が多く、利用者の安全確保の観点からも改善が求

められています。区がこれまで進めてきた公園整

備や熱中症対策の取組を更に一歩進め、誰もが安

心してスポーツに親しめる環境づくりとして、野

球場への日よけ整備を検討すべきと考えます。 

  まず、令和７年の予算特別委員会において我が

会派から、しょうぶ沼公園野球場に日よけを設置

することについて提案がありましたが、その後の

検討状況を伺います。区立公園内の野球場全体へ

の日よけ整備の今後の展開についての見解も併せ

て伺います。 

  次に、感染が拡大している麻疹対策の強化につ

いて伺います。 

  今年、全国的に増加している麻疹は感染力が強

いため、発症された方の御家族や受診された医療

機関で一緒になられた方など接触者についてもワ

クチンの接種や健康観察などの対応が必要となっ

ており、このまま感染症が拡大した場合、社会全

体の経済活動にも影響が及ぶことも考えられます。 

  まず、区においても令和８年４月以降、４名の

患者が確認されていますが、今後の感染拡大防止

のため、区民への啓発や注意喚起をどのようにす

るか、具体的な対策を伺います。 

  東京都が麻疹患者の接触者に緊急対策事業を実

施するとのことですが、どのような事業なのか具

体的に伺います。 

  麻疹感染拡大を心配する区民も多くいます。区

は、都の対策の対象者以外の方に抗体検査やワク
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チン接種の補助事業を実施するとのことですが、

スケジュールや具体的な方法を伺います。 

  次に、子どもの虫歯対策について伺います。 

  乳歯の虫歯は永久歯への影響も大きく、この時

期の歯の健康づくりが将来の健康に大きな影響を

与えます。かつて区における虫歯がある３歳児の

割合は、特別区全体で２３位という厳しい状況で

したが、継続的な取組によりその割合は減少して

きています。 

  更なる予防対策として、現行の６歳児を対象と

したフッ化物塗布事業に、令和８年度から新たに

モデル事業として２歳６か月児を追加する方針と

のことですが、区の虫歯がある３歳児の割合の最

新値と特別区全体での順位を伺います。 

  また、２歳６か月児のフッ化物塗布事業につい

て、区民への周知開始時期と、具体的な事業展開

及び目標としている受診率を伺います。 

  より効果的な対策を進めるためには、未受診者

の状況を正確に把握することが重要と考えます。

６歳児に加え２歳６か月児に対し、オンライン等

を活用して未受診の理由や要望を把握するための

アンケート調査を実施すべきと考えますが、見解

を伺います。 

  次に、子どもの自殺対策について伺います。 

  近年の子どもの自殺者数の増加を背景に、国は

自殺対策基本法を令和７年６月に改正し、その柱

となるのが子どもの自殺対策に係る協議会の設置

です。自殺のリスクがある子どもについて学校や

医療機関からこの協議会の個別ケース検討会議に

つなぎ、区を中心に関係機関の継続的な支援等に

結び付けていく仕組みですが、区は要保護児童対

策地域協議会と兼ねる形でこの協議会を設置する

という報告がありました。 

  自ら命を絶つ子どもが増えているという極めて

深刻な状況に対処し、子どもの命を守るため、形

だけの設置ではなく、真に実効性のある取組が求

められており、子どもの自殺対策に関する関係者

への啓発や個別支援のネットワークを広げ、強化

することが重要ですが、どのように進めていくの

か、具体的な方法について考えを伺います。 

  次に、認知症と共にいつまでも暮らしていくた

めの施策について伺います。 

  区は本年４月、「足立区認知症とともにいつま

でもこのまちで条例」を施行しました。この条例

は、認知症の有無にかかわらず、区民一人一人が

お互いの人格や個性を尊重し支え合うことで、認

知症になってもやりたいことに挑戦する意欲を持

つことができるまち、そして、その家族も安心し

て住み続けられるまちの実現を目指すものです。 

  現在区内には認知症サポーターが約４万２，０

００人存在し、「チームオレンジ」等の取組も展

開されていますが、認知症の診断を受けた直後の

御本人や家族にとって、親の介護や自身の将来は

極めて切実な悩みとなっています。特に受診前後

のいわゆる空白の期間において、どこに相談する

のがよいか分からない潜在的な相談★★いまだ多

く存在します。 

  区は本年度、認知症施策の推進計画を策定予定

とのこと。まず、認知症の方や家族が地域社会の

一員として地域づくりに参画できるような地域を

目指していくため、特に病院受診前後の不安を希

望に変えていくことが重要です。 

  認知症本人や家族同士がお互いの気持ちを聞く

ことで共感し、安心が得られるようにするための

ピアサポートの体制づくりが必要と考えますがい

かがでしょうか。 

  本条例で示す基本理念や、認知症になったら何

もできなくなるのではなく、認知症になってから

一人一人が個人としてできること、やりたいこと

があり、住みなれた地域で仲間とつながりながら

希望を持って暮らし続けることができるという新

しい認知症観の周知など、普及啓発に力を入れる

べきですが、どのように普及啓発を考えているの

か説明を求めます。 
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  認知症は、「ロング・グッドバイ（長いお別れ）」

とも呼ばれ、診断後も長い年月を掛けて徐々に進

行していく疾患です。しかし、重度化し言葉によ

る意思疎通が難しくなった場合であっても、本人

は住み慣れた自宅や家族とのつながりの中で暮ら

し続けたいという思いがあります。認知症が重度

化した場合でも、介護保険サービスや区の支援を

活用しながら在宅生活を継続している方も少なく

ありません。 

  本条例が掲げる、認知症と共にいつまでもこの

まちで暮らすという理念を実現するため、区は重

度認知症の方とその家族が安心して在宅生活を継

続できるよう、今後どのような支援体制の充実を

図っていく考えなのか伺います。 

  次に、単身高齢者が無縁の最期を迎えないため

の対策について伺います。 

  足立区の高齢化率は、葛飾区に次ぐ２３区中２

番目の高さで、およそ４人に１人が６５歳以上と

なっています。年齢だけで高齢化を語ることはで

きませんが、人である以上、避けることができな

いのが人生の終えん、すなわち死であります。 

  ５月２５日の読売新聞の特集記事では、単身高

齢者が誰にもみとられず亡くなるケースが増加し、

その後、遺品整理や納骨などの対応を自治体が担

う事例が紹介されていました。国は２０５０年に

は単身高齢者が１，０８４万人、高齢者の３．５

人に１人が単身になると推計しており、無縁の最

期を迎える可能性のある方は今後更に増加してい

くと考えられます。万全の解決は困難ですけれど

も、手をこまねいているわけにはいきません。 

  現在、足立区は社会福祉協議会と連携し、「高

齢者あんしん生活支援事業」や「おひとりさま死

後事務支援事業」など、単身高齢者への支援を進

めていますが、現在までの利用実績はどうか、ま

た、こうした有益な制度を支援が必要な方へ確実

につなげるため、今後どのような周知・啓発や利

用促進を図っていく考えなのか、更に、今後どの

ような方向性で事業を発展させていく考えなのか

伺います。 

  単身高齢者が無縁の最期を迎えないためには、

生前から地域とのつながりを維持し、孤立を防ぐ

ことが重要です。区は「孤立ゼロプロジェクト」

を推進していますが、今後更に単身高齢者の増加

が見込まれます。 

  先日、韓国でＡＩ事業を活用した高齢者見守り

の取組を視察してきましたが、こうした先進事例

も参考にしながら、区は孤立防止にどのように取

り組んでいく考えか伺います。 

  無縁の最期を防ぐために、区民一人一人が元気

なうちから人生の終末期について考え、備えるこ

とも重要です。エンディングノートの活用をはじ

めとした死後への備えの重要性について、今後ど

のように区民へ普及啓発していく考えか伺います。 

  単身高齢者の増加に伴い、身寄りのない方が亡

くなった後の対応を区が担うケースも増加してい

るとのことですが、行旅死亡人等取扱事務の現状

はどうか、また、遺骨の保管や埋葬も含め今後想

定される課題にどのように対応する考えなのか伺

います。 

  次に、総合スポーツセンター及び東綾瀬公園温

水プール改修計画について伺います。 

  高齢化が進行する足立区において、生涯スポー

ツに取り組む人々を多くすることは健康寿命の延

伸という観点からも重要な取組であります。しか

し、現在その基盤となるべき足立区のスポーツ施

設は深刻な老朽化という大きな課題に直面してい

ます。 

  まず、開設から４５年以上が経過した総合スポ

ーツセンターは、建物全体の老朽化が進んでおり、

抜本的な対応が必要です。今後も長く安全に利用

していくためには、しっかりとした改修方針が必

要ですが、区は今後どのようなタイムスケジュー

ルと具体的な方針で取り組んでいく考えか伺いま

す。 
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  東綾瀬公園温水プールは、昨年度から度重なる

設備機器の故障が発生し、その都度、臨時休館を

余儀なくされています。度重なる利用停止は区民

が活動の機会を失うだけでなく、施設の安全性に

対する不安にもつながりかねません。 

  これ以上、部分的な応急処置でなく、抜本的な

改修工事をできるだけ早期に実施すべきと考えま

すが、見解を伺います。 

  次に、★★総合防災訓練と避難所運営訓練につ

いて伺います。 

  区では令和７年１０月に、「足立区災害対策条

例」を施行以来初の改正を行いました。近年の激

甚化・複合化する災害への即応や災害関連死の防

止とともに、区民、事業者、行政の責務の具体化

など、三位一体の姿勢を盛り込んだ改正となりま

した。 

  これらの具現化に必要なのは、平時からの訓練

であることは言うまでもなく、特に全庁的な災害

対応力を高める総合防災訓練と、更に各地域での

避難所運営訓練の２つの実践が足立区民の安全・

安心につながっていくものと考えます。 

  まず、総合防災訓練について、昨年度の実施に

おいても様々な課題が浮き彫りになったと報告を

受けています。それらの課題や得た教訓を踏まえ

て、今年度の総合防災訓練ではどのように改善し、

また、どのような新たな方針の下で実施していく

のか伺います。 

  総合防災訓練では、事業者や関係機関、協定締

結機関との連携が不可欠であり、★★の貴重な訓

練機会となります。今年度からの新たな方針や改

善点を丁寧に伝え、１機関でも多く参加していた

だくべきと思うがどうでしょうか。 

  年間を通じて地域で実施されている避難所運営

訓練についても、特に今年度は避難所運営に重点

を置いた、より実践的な訓練実施の方針を打ち出

したと聞いています。一方で、避難所運営会議の

活動状況には地域差があり、定期的に会議や訓練

を実施している地域もあれば、十分な活動が行わ

れていない地域も見受けられます。また、訓練を

実施している地域においても、実際の災害時をよ

り具体的にイメージしながら取り組むことで、避

難所運営能力を更に高めることができると考えま

す。 

  避難所運営会議全体の底上げと訓練内容の充実

を図るため、今後どのように庁内で連携し、支援

や働き掛けを行っていく考えなのか伺います。 

  次に、災害関連死ゼロを掲げる区としての対策

について伺います。 

  災害関連死を防ぐため、特に身体的・精神的に

もストレスが少ないとされる在宅避難の推奨と、

水洗機能が失われた際のトイレ控えによる体調不

良、衛生環境の悪化を引き起こさないためのトイ

レの確保は、避難生活環境の向上に向けて喫緊の

課題であると認識しています。 

  まず、在宅避難については、これまでも「あだ

ち防災マップ＆ガイド」や区のハザードマップで

も必要性をうたっていますが、より一層、区民へ

分かりやすく訴え掛けていくべきと思いますがど

うでしょうか。 

  昨年１０月の防災フェスティバル等のイベント

でも、携帯トイレの必要性を周知する姿が見られ

ました。引き続き様々なイベントで工夫しながら、

区民に携帯トイレの備え、自助を訴え掛けていく

べきと思いますがどうでしょうか。 

  各家庭での携帯トイレの備蓄の自助を促してい

く一方、行政としても携帯トイレの備蓄を増強す

ることが災害関連死を防ぐことにつながると考え

ます。 

  各避難所や災害備蓄倉庫にも公助として準備し

ていると思いますが、在宅避難者への配布など、

地域での共助にも資するような携帯トイレの備蓄

増強を今後展開していくべきと思いますがどうで

しょうか。 

  次に、大幅に増えた待機児童への対策について
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伺います。 

  令和８年度の保育所等における待機児童数が７

年ぶりに１００人を超える状況とのことですが、

子どもが増加していても受け入れる保育環境が整

備されていなければ、子育て世代が足立区に住む

という選択をせず、足立区から離れていってしま

うといった負の側面が発生すると考えられます。 

  まず、令和８年度の待機児童数が１歳児クラス

を中心に大幅に増加した要因は何か、具体的に伺

います。 

  待機児童数から除外する基準は自治体で異なっ

ているとのことですが、足立区が他区より厳しく

設定しているとすれば、数が一人歩きする可能性

もあります。似たような人口構造の区と類似の基

準に見直しをすべきと考えますがどうでしょうか。 

  休止している「足立区待機児童解消アクション・

プラン」を再開し、希望者が入園できる施設整備

を含めた計画に見直して策定すべきと考えますが

どうでしょうか。 

  仮に施設整備を進めるとしても、過大な需要見

込みにより既存施設の過当競争を招くことは避け

なければなりません。より正確な数字の把握に努

め、検討を進める必要があると考えますが、見解

を伺います。 

  次に、情報活用能力の育成と次期学習指導要領

への備えについて伺います。 

  現在、次期学習指導要領の改訂に向けた活発な

議論が進められています。その中で、情報活用能

力は単なるＩＣＴのスキルにとどまらず、必要な

情報を収集・整理・分析し、その真偽を見極めな

がら活用する力として、教科横断的かつ質の高い

探求的な学びを支える学習の基盤となる資質能力

として再定義されています。 

  一方で、国が先日、紙とデジタル教科書の併用

を決定した背景には、デジタルの個別最適な学び

の優位性は認めつつも、北欧諸国での紙への回帰

や、バランスの見直しを踏まえたものと考えられ、

書籍など紙媒体から情報収集し、多面的に物事を

考える力も引き続き重要です。 

  生成ＡＩの進化は、もっともらしい偽情報やデ

ィープフェイクなど社会問題を引き起こすリスク

も抱えており、利便性の裏にあるファクトチェッ

クの能力や高い情報モラルも必要とされています。 

  更に、令和９年度から全国学力・学習状況調査

でＣＢＴが本格導入されるなど、文字入力などの

基礎的な情報活用能力の差が子どもたちの学力や

評価の差となりかねない喫緊の課題となっていま

す。 

  まず、紙とデジタル、それぞれの強みを生かし

た学習環境の構築が重要です。区として、紙とデ

ジタルの併用をどのように学校現場に落とし込み、

双方の特性を生かした学習の最適化を図っていく

のか伺います。 

  情報の信頼性を見極めながら学ぶ力を育成する

ためには、学校図書館や書籍等を活用した調べ学

習も重要であると考えます。今後、学校図書館の

更なる活用をすべきと考えますがどうでしょうか。 

  生成ＡＩの普及により、学習や情報収集の利便

性が大きく向上している一方、その回答を無批判

に受け入れ、自ら考え検証することなく結論を導

いてしまうことへの懸念もあります。 

  これからはＡＩを適切に活用する力と同時に、

情報の真偽を見極め、自ら考える力や情報モラル

を身に付けることが重要ですが、学校現場でどの

ように育成していく考えなのか伺います。 

  ＣＢＴの本格導入を踏まえ、児童・生徒のタイ

ピング能力をはじめ、情報活用能力をどのように

体系的に育成していくのか、また、将来的に区学

力調査をＣＢＴ化する考えはあるか伺います。 

  現在、一部の中学校でモデル導入している生成

ＡＩを活用した英会話アプリについて、その成果

と課題をどのように分析しているのか、また、今

後の展開についてどのように考えているか伺いま

す。 
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  次に、小学校における不登校対策について伺い

ます。 

  国の調査によると、令和６年度の不登校児童・

生徒数は約３５万４，０００人で過去最多となり

ました。足立区においても１，５４２人で過去最

多となり、令和７年度はそれを上回る見込みとの

こと。区教育委員会は、不登校の約６割を占める

中学生の対策として、令和６年４月から区内中学

校にスモール・ステップ・ルーム（ＳＳＲ）を順

次開設し、不登校の未然防止や「中１ギャップ」

への支援に取り組んでおり、一定の効果を上げて

いるとの報告もありました。 

  一方、小学校では、通常学級に入りづらい児童

への支援として別室が活用されていますが、全て

の学校には設置されていません。また、中学校で

の不登校増加は、小学校段階からの支援の在り方

とも密接に関係していると考えます。 

  まず、区内の小学校における別室の設置状況と

課題は何か、また、小学校においても別室をＳＳ

Ｒとして位置付け、全校への設置を進めていくべ

きと考えますが、見解を伺います。 

  中学校においてＳＳＲを設置することは重要で

すが、不登校の未然防止という観点では、課題が

顕在化してから対応するのではなく、その前段階

での支援も必要です。小学校高学年で学習面のつ

まずきを抱え、中学校進学後に困難を抱えること

が既に懸念されている児童については、早期から

適切な支援を行うことが重要です。 

  小学校へのＳＳＲ整備と併せ、「中１ギャップ」

未然防止に向けた学習面での支援をどのように進

めるのか見解を伺います。 

  以上で質問を終了いたします。御清聴ありがと

うございました。 

○伊藤のぶゆき議長 区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長 杉本ゆう議員の代表質問のうち、

私からは初めに、現在の財政状況が与える予算編

成の影響についてお答えをいたします。 

  現時点では区民税と財政調整交付金が過去最大

となる等、歳入は好調に推移していることから、

多様な区民ニーズにも的確に対応し、きめ細やか

な多方面に目配りした予算編成が可能となる等、

区政にとってよい影響が出ていると認識しており

ます。 

  次に、将来の財政状況の変化を見据えた予算編

成の精度向上と、財源の最適配分についての取組

についてお答えをいたします。 

  毎年度、事務事業評価によりまして事業見直し

を図りつつ、新規拡充事業につきましては効果検

証を必須とし、その結果を踏まえ、事業継続の可

否を判断しております。 

  そしてまた、御指摘のございました、特にハー

ド面と予算の大きな所管につきましては、前年度

若しくは前々年度の実績と予算を比較検討いたし

まして、まず所管の方で実績に合わせた予算を編

成する、それを財政課の方で更に切り落としてい

く、そぎ落としていくということを徹底し、内容

の精度を高めております。 

  また、限られた財源の配分につきましては、そ

の時々の社会情勢等を的確に捉え、真に必要な施

策、事業へ投入することで最大の効果が得られる

よう引き続き取り組んでまいります。 

  次に、区長、副区長及び教育長についての倫理

規定及び利害関係者との接触に関する指針につい

て、一括してお答えをいたします。 

  現在、区長、副区長及び教育長についての倫理

規定を体系的にし整理した制度は存在しておりま

せんが、利害関係者等との接触に関する指針にお

いて、区長等の倫理原則及び行動基準を示してお

ります。しかしながら、今回の東京女子医科大学

に関わる一連の経緯、御質問等を振り返りますと、

この状況で十分とは決して考えておりません。 

  そこで、現在、区長、副区長及び教育長を対象

とする行動基準の制定に向けて、その内容を検討
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しているところでございます。検討に当たりまし

ては、公益監察員による調査結果、住民監査請求

の監査結果を踏まえまして、国や他自治体の事例

も参考として、本年７月を目途にお示しできるよ

う鋭意進めているところでございます。 

  他の御質問につきましては、参与より答弁させ

ていただきます。 

○岩松朋子政策経営部長 私からは、財政運営に関

する御質問のうち、初めに、財政課は過去の決算

額や執行実績をどのように分析し、予算査定に反

映しているのかについてお答えいたします。 

  令和８年度当初予算編成に当たっては、全ての

事務事業を、まずは所管課において過去の決算額

や執行率、入札差額の状況を踏まえて積算し、そ

の後、財政課においても同様の視点で査定を行い、

予算編成に反映させました。その結果、約３０億

円を削減し、新規拡充事業へ振り向けることがで

きました。 

  次に、令和６年度、１億円以上の減額補正又は

不用額が生じた件数と事業名及び主な要因につい

てお答えいたします。 

  令和６年度の事務事業数６４８の中で、１億円

以上の減額補正の件数が３０件、不用額発生件数

は３３件でございました。 

  減額補正の主なものとして、システム標準化対

応の延期や契約差金による情報システムの構築・

改造事業や、融資申請件数及び補助額の実績差に

よる中小企業融資事業がございました。 

  また、１億円以上の不用額が生じた主なものと

しては、当初見込んだ接種件数と実績との差によ

る新型コロナウイルスワクチン接種事業や、道路

用地取得の交渉がまとまらず予算が不要になった

道路の新設事業がございました。 

  外的要因が事業の進捗に影響を及ぼし、減額補

正や不用額の発生につながることもございますが、

引き続き精緻な積算に努めてまいります。 

  次に、区内事業者及び区民生活の支援を早急に

実施すべきとの御質問にお答えいたします。 

  この間、消費者物価指数等の動きを注視すると

ともに、業界団体の皆様との意見交換会を通じて

現場の声を伺うなど、物価高騰や中東情勢の区内

経済への影響把握に努めてまいりました。その結

果、現時点では引き続き区内事業者の支援が必要

であると判断し、介護・障がい福祉サービス事業

者をはじめ、教育・保育施設事業者に対する特別

給付金に要する経費を、補正予算案として今定例

会に提出いたしました。 

  また、区民生活の支援につきましても、暮らし

に大きな影響を及ぼす食料の物価指数が上昇を続

け、下降に転ずる動きも見通せない状況であるこ

とから、区民並びに区内経済を支援し、地域内経

済の喚起を図る経済支援策として、区議会の皆様

からの御意見を基に昨年度から改善を図った「足

立区プレミアム商品券（ＰａｙＰａｙ商品券）」

について、今定例会へ補正予算案を計上いたしま

した。 

  今後も引き続き中東情勢を注視するとともに、

事業者との意見交換会などを通じ、必要な支援に

ついて時期を逸することなく実施してまいります。 

  次に、基金の計画的な積立てと積極的な活用に

ついてお答えいたします。 

  まず、基金の積立てですが、現時点では区民税

と財政調整交付金が過去最大となるなど、歳入は

好調に推移しており、計画的な積立てができてお

ります。しかしながら、更なる税制改正や景気悪

化に伴う減収が現実となった場合、財政調整基金

の現在高は大きく減少に転じる可能性も十分あり

得ると考えており、堅実な財政運営の維持に向け

た取組を行っていく必要があると考えております。 

  次に、基金の積極的な活用についてですが、本

定例会に計上した補正予算案を含め、令和８年度

は物価高騰対策を中心に、財政調整基金を約９０

億円取り崩し、有効に活用してまいりました。 

  引き続き、様々な団体、事業者との意見交換会
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を通じて、国や都の支援が届いていない部分を中

心に区独自の支援策を講じるなど、不測の事態に

備え、基金の積極的な活用を図ってまいります。 

  次に、「東京アプリ」の区内におけるダウンロ

ード数や、区における周知方法等についてお答え

いたします。 

  区市町村別のダウンロード数やマイナンバーカ

ードを連携して１万１，０００ポイントの付与を

受けた人数は非公表であると都から回答いただい

ており、区としては把握できておりません。 

  一方、「東京アプリ」全体では、令和８年５月

末時点のダウンロード数が、都民の約２人に１人

に当たる約６４０万回、マイナンバーカードを連

携をした方は約５１０万人との情報提供をいただ

いております。 

  また、本事業につきましては、あだち広報や区

民事務所へのチラシ掲出等により周知を行ってお

ります。 

  次に、東京ポイントをチケットに交換する機能

の活用についてお答えいたします。 

  区施設を「東京アプリ」に掲載することで多く

の人の目に触れる機会となることから、一定のＰ

Ｒ効果があると考えております。このため、まず

は郷土博物館など直営の施設を対象に、令和８年

９月から、入館チケットの交換対象施設として「東

京アプリ」に掲載できることを目指し、東京都と

調整を進めているところです。 

  次に、「東京アプリ」の活用方針や具体的なポ

イント付与事業の検討についてお答えいたします。 

  区といたしましては、地域活動や社会貢献活動

を始めたり、継続するきっかけとして、東京ポイ

ントを付与することを考えておりますが、例えば、

運営従事者の高齢化が課題となっている避難所運

営訓練へ若年者の参加を促し、その活動が地域課

題の解決やコミュニティー形成につながるよう、

事業設計を行うことを考えております。 

  なお、区の独自ポイント付与事業は令和９年度

から展開することを考えておりますが、令和８年

度中から幾つかの事業を先行して実施できないか

検討を進めております。 

  次に、高齢者のうち、スマートフォンの操作に

不慣れな方に対する支援についてお答えいたしま

す。 

  各地域学習センターや住区センター等における

独自事業でのスマホ教室に加え、都と連携した操

作支援や「ＰａｙＰａｙ商品券事業」のサポート

窓口を活用した操作支援、民間企業のスマホ教室

との連携について、令和８年度中から事業を展開

できるよう検討を進めております。 

  次に、区政に資する海外自治体との交流につい

て、一括してお答えいたします。 

  海外自治体との積極的な政策交流や先進事例の

調査研究につきましては、本区の施策を検討・推

進するに当たり、国内には事例がなく海外に参考

となる先進事例があるような場合には、法律や制

度等の違いのほか、費用対効果を十分に検討した

上で判断してまいります。 

  その上で、海外自治体の視察や調査研究へ職員

を派遣する際には、得られた成果を広く庁内にお

いて共有を図り、職員の知見を広げ、新たな政策

立案や既存事業の改善に生かしてまいります。 

  １点訂正させていただきます。先ほど基金の積

極的な活用について財政調整基金の金額を申し上

げましたが、約９５億円を取り崩し有効に活用し

てまいりました。 

  私からは以上でございます。 

○松野美幸総務部長 私からは、まず、特別職を対

象としたハラスメント防止策についてお答えいた

します。 

  現在、「足立区特定要求等への対応等に関する

規定」では、職員は区長らから特定要求等を受け

た場合は、公益監察員又は公益監察事務局に内部

通報することとしております。内部通報要綱によ

り、通報者の保護や第三者性を確保した相談・通
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報制度を整備していることから、その旨を継続的

に職員へ周知してまいります。 

  次に、当区における近年の職員の離職傾向につ

いてお答えいたします。 

  令和７年度の４０歳以下の離職者数は４７名で、

全世代の離職率は約２％です。特に２０代の保育

士の割合が高く、５．２６％なっております。 

  令和５年度にはなりますが、特別区全体の４０

歳以下の離職率は、区で計算したところおよそ

３％であるなど考慮すると、足立区が特出して高

い状況ではございません。 

  次に、区の職員が組織への思い入れや働きがい

を持っているかという、いわゆるエンゲージメン

トについての区の認識をお答えいたします。 

  職員のエンゲージメントの現状を把握すること

は重要であると認識しております。そこで、令和

８年度中に全職員を対象にエンゲージメント調査

を実施し、集計・分析結果について今後の人事施

策に活用してまいります。 

  次に、職員のエンゲージメントの向上及び組織

風土改革に向けて、今後どのような具体的な取組

を進めていくのかについてお答えいたします。 

  対話・支援型の組織への変革は、区としても必

要であると考えております。具体的には、組織風

土改革に向けて、新しい働き方への転換、いわゆ

るワークスタイル変革に関する組織横断的な推進

本部の設置、庁内連携を創出する仕組みとしての

組織横断型ワーキンググループ★★の実施、職員

が上司に本音を話せる「ワンオンワンミーティン

グ」の試験導入など、職員のパフォーマンスを最

大限に引き出す仕組みづくりを進めてまいります。 

  次に、人材育成の成果を区はどのように把握し、

人事施策に反映しているのかについてお答えいた

します。 

  まず、人材育成の成果の把握と検証についてで

すが、基本計画で研修やジョブ・ローテーション

を通じて自己成長を感じた職員の割合を成果指標

としており、毎年職層別に無作為抽出した合計５

００名の常勤職員を対象としたアンケートを実施

し、研修等の人材育成に生かしております。 

  この成果目標値は令和１４年度までに７５％と

しており、昨年度の結果は６７％でした。 

  また、職員の昇任意欲や管理職へのチャレンジ

意識については、これまでの取組の中では十分に

把握できておりませんので、エンゲージメント調

査の中で分析を行い、将来の組織運営を担う後継

人材の育成を含め、必要な人事施策を実施してま

いります。 

  私からは以上でございます。 

○茂木聡直地域のちから推進部長 私からは、多文

化共生に関する課題の把握と計画への反映及び目

指すべき地域社会の在り方についてお答えいたし

ます。 

  昨年実施した意識調査結果から見えた課題は、

言葉の行き違いによる日本人★★トラブルやルー

ル・マナー違反など様々な課題の根底には、日本

語能力の問題があると認識しております。日本語

能力の問題を解決する対策として、大人と子ども

のそれぞれを対象とした日本語教育支援の拡充を

検討しており、日本語教育は次期多文化共生推進

計画の重要な柱立ての１つと考えております。 

  なお、計画の改定は令和９年度末を目標に、２

か年計画で進めてまいります。 

  本計画を通じて、互いの文化や多様性を認め合

い、共に地域の活力を生み出していく多文化共生

社会の実現を目指してまいります。 

  次に、生活ルールをめぐる課題と外国人支援に

ついてお答えいたします。 

  ごみ出し等の生活ルールは、言語や文化の違い

から外国人住民に必要な情報が十分に伝わらない

ことが課題であると分析しております。このため、

区では多言語によるごみの出し方リーフレットの

配布に加え、転入手続の待ち時間を利用し、ごみ

出し等の生活ルールを動画で紹介するなど、情報
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発信の充実に努めております。 

  また、外国にルーツを持つ子どもの支援として、

学校内では日本語適応指導講師の派遣や日本語学

習ルームへの通級による支援を実施し、学校外で

は学習拠点を設けて個々の学力に応じた個別支援

を実施しており、今後も学校内外での支援の拡充

に取り組んでまいります。 

  次に、外国人住民の地域とのつながりについて

お答えいたします。 

  地域社会との関わりが少ない外国人住民へ積極

的にアプローチする方法として、地域学習センタ

ーで実施されている外国の食と文化のイベントを

きっかけとした交流促進や、新たに外国人コミュ

ニティーや日本語学校と区がつながりを持ち、地

域のイベントへ共に参加する取組を始めたところ

であり、今後も継続して取り組んでまいります。 

  新たな「多文化共生推進計画」の中では、地域

社会への参加促進や相互理解の推進を重点的な施

策として位置付け、持続的な関係づくりに努めて

まいります。 

  次に、総合スポーツセンターの改修工事につい

てですが、中期財政計画では、令和７年度に設計、

令和８年度から令和９年度に大規模改修工事の予

定でありました。しかしながら、現在、資材価格

や労務単価の高騰が著しく、他施設の工事の状況

を踏まえると、大規模改修や建て替えは困難であ

ることから、当面は照明のＬＥＤ化やバリアフリ

ー対策など、施設運営上不可欠な改修を優先的に

行い、安全を確保し利用を継続する方針です。 

  また、現在の施設機能を維持していくために必

要な改修・修繕工事を令和１０年度に実施するこ

とを目標に、関係所管との協議を進めてまいりま

す。 

  次に、東綾瀬公園温水プールの改修工事につい

てですが、平成４年の開設から３０年以上が経過

し、施設の老朽化が顕著となっていることは認識

しております。しかしながら、抜本的な改修工事

については、昨今の資材価格や労務単価の高騰に

より、当初の想定を大幅に上回る工事費となる懸

念があります。 

  そのため、中期財政計画で予定されている令和

９年度に設計、令和１０年度に大規模改修を実施

するか否かについては、現在の施設状況を十分に

踏まえつつ、関係所管と協議の上、精査・決定し

てまいります。 

  大規模改修工事が実施されるまでの期間におき

ましても、区民の皆様が安全・安心に施設を利用

できるよう、日常的な保守点検を徹底し、安全管

理に万全を期してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○石鍋敏夫産業経済部長 私からは、「レシートｄ

ｅ商品券事業」に関する一連の御質問にお答えい

たします。 

  初めに、現時点における申請状況についてです

が、先週末の６月１９日時点の申請件数は１０万

７，３６４件となっており、当初予定の９万件か

ら更に約２万件以上の申込みを見込んでおります。 

  次に、募集件数、予算規模の根拠ですが、第１

回目の事業から３回目に掛けて約２万８，０００

件、約５万６，０００件、約８万１，０００件と

申請件数が大きく伸びたものの、第４回目は約８

万７，０００件と頭打ちの状況になったことから、

区内の需要数上限を９万件程度であると見込み、

件数・予算を設定いたしました。 

  今回、区内共通商品券を２，５００円から３，

０００円に増額し、事業の魅力が増したことに加

え、長引く物価高騰により区民の本事業へのニー

ズが高まったことなどから、見込みと実績に乖離

が発生したと考えております。 

  次に、申請件数が上限を超える見込みとなった

場合の対応についてお答えいたします。 

  申請件数が上限を超えた場合、今回は物価高騰

の影響を受ける区民生活を支援する観点から、申

請期限である６月２３日までの申請については全
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て受け付けたいと考えております。 

  また、上限超過分の予算につきましては、まず

は当事業の契約差金を充当し、更に不足する場合

は補正予算を編成し、本定例会で上程することを

検討しております。 

  次に、本事業の制度設計を見直すべきという御

質問にお答えいたします。 

  現状で多くの区民に御参加いただいていること

から、レシートの上限金額や枚数はおおむね適当

だと認識してはおりますが、事業実施後の参加事

業者や申請者を対象としたアンケート結果などを

踏まえ、議会と御相談をしながら、次年度実施す

るかも含めて検討してまいります。 

  次に、提出されたレシートの利用状況の把握・

分析、本事業の効果に関する御質問についてお答

えいたします。 

  レシートを店舗別、業態別に集計し分析を行っ

ておりますが、個人商店と商店街加盟店舗別まで

は情報を集めておりません。今後そのような情報

も踏まえた分析も必要と考えておりますので、次

年度に向けて検討してまいります。 

  区内事業者への効果という観点では、経済波及

効果及び参加店舗への事後アンケートで当事業に

おいての売上げに関する質問をしており、区内事

業者支援及び消費喚起の効果を検証しております。

令和７年度実施分では、経済波及効果１３億４，

０００万円、売上げが上がったと答えた事業者が

約７割であり、効果があったと認識しております。 

  私からは以上でございます。 

○佐々木拓資産活用部長 私からは、六町エリアデ

ザインについての御質問のうち、六町駅前区有地

に関するオープンハウス型説明会の実施結果につ

いてお答えいたします。 

  ５月２９日及び３０日にオープンハウス型説明

会を開催し、２２２名の方が訪れ、多くの御意見

をいただきました。 

  区有地の活用については、施設規模を一定程度

見直しても早期整備を望む意見が約６５％、一方

で、時間を掛けてでも大規模で充実した施設整備

を求める意見が約２５％、どちらでもない及び未

回答の意見が約１０％ありました。 

  また、駐輪場については、駅前区有地に限らず

駅周辺で確保できればよいという意見、六町公園

及び駅前交通広場については、駅前区有地の商業

施設と公園がつながり、芝生広場やカフェ、ベン

チで憩えるような空間になってほしいといった意

見がありました。 

  今後はこれらの地域の声を踏まえ、区としての

方向性を整理し、事業者から実現の可能性が確認

できれば活用方針を策定し、令和９年度の再公募

に向けて取組を進めてまいります。 

  次に、竹の塚エリアデザインについての御質問

のうち、旧竹の塚保健センター跡地の暫定的な活

用についてお答えいたします。 

  当跡地につきましては、面積が約２，５００平

米と広大なため、補助第２６１号線の開設までの

間、様々な暫定活用の可能性があると考えており

ます。そのため、敷地を幾つかのゾーンに区分し、

区のイベントの実施、庁内活用、自治会の行事や

区民の皆様の主体的な活動に御利用いただけるイ

ベントスペースとしての活用のほか、敷地の一部

を民間事業者へ貸付けすることで、歳入の確保な

ども想定しているところです。 

  今後、暫定活用を進めるに当たっては、地域の

皆様の御意見も丁寧に伺いながら、地域活用や庁

内活用などを複合的かつ効果的に組み合わせ、各

ゾーンにおける最適な活用ができるよう取り組ん

でまいります。 

  私からは以上でございます。 

○真鍋兼都市建設部長 エリアデザイン推進室長を

兼務しておりますので、私から御答弁申し上げま

す 

  初めに、六町エリアの大学生とのまち歩きにつ

いてお答えいたします。 
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  5月 19日に東京未来大学の教授及び１０名の学

生とまち歩きを実施し、意見交換を行いました。

六町いこいの森については、庭を利用した夏祭り

や母屋を活用した撮影会などの提案、駅前区有地

については、新たに整備する施設から公園が見渡

せるテラス喫茶や子どもの居場所づくりなどの提

案がございました。また、六町地区のお祭りなど、

地域ならではの行事を生かした特色のあるまちづ

くりが可能ではないかという御意見もいただいて

おります。 

  次に、これからのまちづくりに際し、様々な世

代から意見を聞きながら進めるべきとの御質問に

ついてですが、これまでも、★★の検討に当たり、

それぞれの説明会を通じて御意見・御提案をいた

だいてまいりました。今後もオープンハウス型説

明会やイベント開催時のアンケートなど多様な方

法を用い、様々な世代から御意見をお聞きしなが

ら六町のまちづくりを進めてまいります。 

  次に、竹ノ塚駅東口再開発事業の都市計画決定

及びその後の事業化に向けたスケジュールについ

てお答えいたします。 

  竹ノ塚駅東口再開発事業につきましては、足立

区、ＵＲ都市機構及び東武鉄道の三者の役割分担

を明確にすることなどを目的とした基本協定書を、

６月９日に締結いたしました。 

  この協定では、令和８年度中の都市計画決定、

令和１０年度中の事業計画認可、令和１３年度の

工事着手を明示しております。 

  次に、駅前に整備すべき公共公益施設の検討に

ついてですが、協定では、東西一体となる竹ノ塚

駅前に、地域の活動の場、拠点となり、多様な世

代が触れ合いつながる公益機能の整備を推進する

こととしており、公共施設マネジメントの観点な

ども含めて検討し、再開発事業計画策定に合わせ

て区の考えをお示しできるよう進めてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、公共交通

についての御質問のうち、初めに、コミュニティ

バス「はるかぜ」協働事業の取組の評価と来年度

以降の支援についてお答えします。 

  まず、「はるかぜ」協働事業の成果については、

赤字の補填によるバス路線の維持のほか、ＡＩを

活用した運行ダイヤの最適化、運転士の休憩時間

確保、イベント等を通じた運転士募集支援など取

り組んできた結果、運行便数や利用者数の維持が

図られていることなどを成果と考えております。 

  来年度以降の支援につきましては、これらの成

果を踏まえた検討を進め、本年秋頃を目途に支援

内容を決定していく予定です。 

  次に、自動運転バスの安全対策と区民理解の促

進についてお答えします。 

  自動運転バスの安全対策としては、来年２月か

らの実証運行に向け、専門事業者による事前のリ

スク分析を徹底します。また、本年１１月から来

年１月の試験走行において、実際の走行環境をシ

ステムに学習させていきます。 

  一方、区民理解の促進につきましては、全区民

に向けた広報やＳＮＳによる周知をはじめ、試験

走行を開始する前の１０月頃に実際の車両を活用

した技術紹介や安全性の説明会等を沿線地域で実

施します。 

  実証運行開始後は、おおむね１か月程度の無償

の試乗期間を設ける予定であり、自動運転技術に

触れていただくことで安心して利用いただけるよ

う努めてまいります。 

  次に、地域内交通導入サポート制度について、

一括してお答えします。 

  まず、これまでの運用を踏まえた現時点での課

題についてですが、現在区が運行事業者へ支払う

運行経費と地域協議会へ支払う活動経費は、月当

たりの上限額を合計で１５０万円と設定している

ため、地域協議会からは活動経費として使ってよ

い範囲が分かりづらいとの御意見をいただいてお

り、改善に取り組んでおります。 
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  また、実証実験の実施地区が継続している状況

の中で、新たに導入を検討している地区もあるこ

とから、区として実施の体制についても検討が必

要と考えています。 

  次に、外部の専門的知見の活用や区の人員体制

についてですが、区としても利用実績に基づく客

観的なデータを正確に分析していくことで、地域

特性に応じた地域内交通を構築できるものと認識

しております。更に、地域内交通を検討するため

の勉強会をはじめ、運行計画案の策定や実証実験

中の内容見直しの期間においては、特に外部事業

者の専門性と区職員による継続的な支援が有効で

あると考えております。 

  そのため、制度の運用に当たり、専門的知見を

有する外部事業者の活用を検討するとともに、そ

れに伴う必要予算の確保や人員体制についても、

政策経営部と協議してまいります。 

  私からは以上です。 

○室橋延昭道路公園整備室長 私からは、御提案の

ありました、しょうぶ沼公園の野球場への日よけ

設置の検討状況及び区立公園内の野球場全体への

日よけ整備についてお答えいたします。 

  まず、しょうぶ沼公園野球場への日よけ設置に

つきましては、地元利用団体にヒアリングを実施

した結果、プレーの邪魔にならない簡易的な構造

が好ましいとのことでしたので、よしずの日よけ

を、令和８年７月末までの設置を目指してまいり

ます。 

  次に、日よけの設置されていない区立公園野球

場、残り１２か所について、設置できるスペース

があるかの調査を行い、設置可能な野球場には、

利用団体からの意見を聞いた上で、令和１０年度

末までに順次設置するように進めてまいります。 

  私からは以上です。 

○馬場優子衛生部長 私からは、麻疹対策の強化に

ついての御質問のうち、まず、今後の感染拡大を

防止するための区民への啓発や注意喚起などの具

体的な対策についてですが、区ホームページに麻

疹に対する注意喚起を掲載したほか、感染者数が

増えた４月には、Ａ－メールなどで麻疹の症状の

特徴や、発症が疑われる際の医療機関への受診方

法などを周知いたしました。更に、感染が拡大し

やすい区内保育園や幼稚園、小・中学校の保護者

に対しては、各家庭への通知などにより周知して

おります。 

  引き続き、様々な媒体で注意喚起を行ってまい

ります。 

  次に、東京都の麻疹患者の接触者に対する緊急

接種事業についてですが、これは麻疹患者の接触

者でかつ保健所が必要性を認めた方のうち、本人

が希望した場合に、接触から７２時間以内にワク

チンを接種する事業です。緊急接種希望者は、東

京都が委託している医療機関で無料で接種するこ

とができます。 

  次に、区の抗体検査やワクチン接種事業につい

てですが、国や東京都からの補助金を活用し全額

公費負担で実施できるよう、その費用を本定例会

の補正予算に計上いたしました。 

  お認めいただいた場合には、既に区の補助制度

がある１８歳以下を除外した１９歳以上を対象と

し、抗体検査の結果、抗体が十分でない場合には、

予防接種も無料で受けられるようにと考えており

ます。 

  スケジュールは、補正予算成立後、できるだけ

早く着手し、遅くとも９月から実施できるよう進

めてまいります。 

  次に、子どもの虫歯対策についての御質問のう

ち、虫歯がある３歳児の割合の最新値と特別区全

体における順位についてですが、令和６年度は

５％で、特別区内の順位は第１９位でした。 

  次に、２歳６か月児を対象とした虫歯を予防す

るフッ化物塗布モデル事業の区民への周知開始時

期及び具体的な事業展開についてですが、対象者

が２歳６か月に達する１０月から、順次、個別に
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フッ化物塗布の無料チケットを送り、区内の指定

歯科医療機関を受診していただきます。 

  受診率の目安は、先行自治体の実施状況等を踏

まえ、２５％といたしました。 

  次に、より効果的な対策とするため、２歳６か

月児の保護者に対してオンラインのアンケート調

査を実施することについてですが、１０月から送

付する受診券の表面にアンケート回答用の二次元

コードを配置し、受診者の受診動機や未受診者の

受診しない理由などを把握し、今後の対策に生か

せるよう進めてまいります。 

  次に、子どもの自殺対策に関する御質問のうち、

まず、真に実効性のある取組とするための関係者

への啓発についてですが、子ども向け自殺対策強

化のキックオフイベントを本年８月４日に庁舎ホ

ールで開催する予定です。 

  できるだけ多くの関係機関の方に御参加いただ

けるようなシンポジウムとし、こども家庭庁やラ

イフリンクにより子ども向け自殺対策について発

信していただくとともに、区の今後の取組につい

て説明し、協力を直接呼び掛ける場となるよう準

備を進めてまいります。 

  次に、個別支援のネットワークを広げ、強化す

ることについてですが、本定例会に関連予算を計

上しておりますが、自殺対策専門のＮＰＯである

ライフリンクの知見や人脈を生かし、民間団体な

どと今まで以上に太いパイプでつながれるよう進

めてまいります。 

  また、現在成人向けに行われている寄り添い支

援事業の子ども版をライフリンクに委託して開始

する予定です。 

  こうした、区だけではないＮＰＯ等との協働に

よる重層的な支援を通じて、それぞれの顔と顔が

見える強固なネットワークを築いてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○半貫陽子高齢者施策推進室長 私からは、まず、

認知症の本人や家族同士のピアサポートの体制づ

くりが必要との質問についてお答えします。 

  現在、認知症の本人や家族が同じ悩みを持つ人

同士で相談できる場として、認知症カフェや本人

ミーティングの事業を実施していますが、診断直

後など、今後の生活に不安を感じている人や認知

症の受容ができない家族へのサポートはできてい

ない状況です。 

  今後は、より早期に、今後の生活に不安を感じ

ている認知症の人や御家族と、支援したいという

★★をつなげるピアサポート体制を構築し、認知

症の人が希望を持って暮らし続けられる地域づく

りを進めてまいります。 

  次に、新しい認知症観の周知や普及啓発につい

てですが、令和８年３月の「舎人公園千本桜まつ

り」、５月の「ミンジーＦｅｓｔａ」において、

パネル展示や認知症に関する専門家による個別相

談を実施いたしました。また、認知症基本法で認

知症について普及啓発する月間と定める９月に、

アリオ西新井店での普及啓発イベント、認知症御

本人の講演会などを実施する予定です。 

  今後もイベント等を活用し、普及啓発に努めて

まいります。 

  次に、重度認知症の方とその家族が安心して在

宅生活を継続できるよう、今後どのような支援体

制の充実を図っていく考えなのかについてですが、

平成３０年度から実施している、認知症の人の問

題と受け取られやすい暴力や妄想などの行動の改

善に向け、チームで一貫したケアの提供をサポー

トする「認知症ケアプログラム推進事業」を更に

推進していくことで、支援の体制を強化していき

たいと考えております。 

  今後、現在実施している研修に加え介護事業者

同士の勉強会を実施し、当該プログラムを普及さ

せることで、重度認知症の方とその家族が安心し

て在宅生活が継続できるようにしてまいります。 

  次に、単身高齢者の孤立防止にどのように取り

組んでいく考えなのかについてですが、まずは高
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齢者の相談先である地域包括支援センターへ早期

につなげられるよう、引き続き広く地域の皆様に

周知してまいります。 

  併せて、緊急通報システムや高齢者配食サービ

スなど、もしものときに気付いてもらえる環境を

引き続き提供しながら孤立防止に取り組んでいく

とともに、見守りサービスへのＡＩ技術の導入に

ついては、今後の動向を注視してまいります。 

  次に、死後への備えへの区民普及啓発について

ですが、令和６年度から、足立区版エンディング

ノート「じぶんノート」を活用した老い支度講座

を全ての地域包括支援センターで開始しており、

令和７年度は計３８回開催し、６０６人の参加が

あったほか、区民まつりでも記入体験を実施し、

２６２人に御参加いただいております。 

  令和８年度は講座参加者へのアンケートを実施

し、区民の関心が高い分野を把握し、「じぶんノ

ート」の掲載内容や講座内容のブラッシュアップ

を図り、引き続き死後への備えへの区民普及啓発

に努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○伊東貴志福祉部長 私からは、単身高齢者に関す

る御質問のうち、初めに、足立区社会福祉協議会

の高齢者事業についてお答えいたします。 

  まず、令和７年度の利用実績ですが、「高齢者

あんしん生活支援事業」は、新規の相談は令和６

年度比で６９件増の２２３件、年度末契約者数は

令和６年度比２１件増の８８件でした。 

  一方、令和７年度から開始した「おひとりさま

死後事務支援事業」は、１０７件の相談があった

ものの、入院時などに必要な保証人についての不

安から、途中で「高齢者あんしん生活支援事業」

の相談に切り替わるケースが多く、契約件数は４

件でした。 

  今後の周知・啓発や利用促進については、地域

包括支援センターや権利擁護センターあだちでの

周知に加え、医療機関やケアマネジャーにも周知

を図り、事業が必要な方に情報が届くよう努めて

まいります。 

  また、今後の事業の方向性についてですが、現

在国会で社会福祉法等の改正案が審議されており、

改正後は見守りや金銭管理などの日常生活支援、

入院・入所時の手続支援、死後事務支援が一体的

に法定事業化される見通しです。国及び関係機関

の動向を注視しつつ、足立区社会福祉協議会との

連携を密にし、必要な支援を行ってまいります。 

  次に、行旅死亡人等取扱事務の現状及び課題へ

の対応についてお答えいたします。 

  行旅死亡人等取扱事務は、身元不詳や身寄りが

ない方等について、区が火葬を行った後、遺骨を

受入れ寺院において一定期間保管し、その間に引

取手が現れない場合には、合同埋葬を行います。

合同埋葬とは、寺院の合祀墓において、いわゆる

無縁仏として供養を行うものです。 

  令和７年度の現状ですが、区が行旅死亡人とし

て火葬や遺骨保管を行った件数は１４８件であり、

そのうち親族等の引取手が判明し遺骨の引渡しに

至った件数は、現時点で２０件にとどまっており

ます。 

  次に、今後想定される課題は２つです。 

  １つ目は、単身高齢者の増加に伴う引取手のな

い遺骨の増加に対応するため、一時保管場所の確

保です。このため令和８年度より保管期間を従来

の５年から３年へと見直し、保管場所の確保を図

っております。 

  ２つ目は、合同埋葬先における安定した受入体

制の維持です。合同埋葬時には遺骨の粉骨化を行

い、より多くの遺骨を受け入れていただくように

しております。 

  引き続き可能な限り親族への遺骨の引渡しへつ

なげるとともに、亡くなられた方の尊厳を守るた

め適切な対応に努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○千ヶ崎嘉彦危機管理部長 私からは、防災訓練に
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関する御質問のうち、今年度の総合防災訓練の改

善点や方針についてお答えいたします。 

  まず、総合防災訓練の実施方法における課題で

すが、従来は同日に庁内一斉で実施していたこと

から、複数視点での評価が十分にできておりませ

んでした。今年度はこの課題を解決するために、

１０月から１月までの期間に分散して実施すると

ともに、他部の管理職や危機管理部職員などによ

る複数視点で評価ができるスキームに変更してま

いります。 

  また、実際の災害を見据えた訓練内容となって

いなかった教訓から、新たに年度ごとに重点テー

マを設定して訓練を実施いたします。今年度は「水

の確保」をテーマとし、具体的なマニュアル整備

まで行ってまいります。 

  次に、事業者や関係機関が１機関でも多く御参

加いただくことについてですが、７月に関係機関

と会議を開催し、今年度の総合防災訓練や１０月

の「（仮称）防災フェスティバル」への参加を働

き掛けてまいります。 

  会議では区からの一方的な説明とならないよう、

関係機関の皆様の御意見を取り入れるためのグル

ープワークを実施し、より訓練やイベントに参加

しやすくなる工夫を行ってまいります。また、会

議に御出席いただけない関係機関についても、後

日、会議の様子を動画で配信し、関係機関の皆様

に訓練方針が行き届くようお伝えしてまいります。 

  次に、避難所運営会議の底上げと訓練充実に向

けた、庁内連携による支援や働き掛けについてお

答えいたします。 

  避難所運営の中心を担う町会・自治会の活動を

日頃から支援する地域のちから推進部をはじめ各

部からの派遣職員など、全庁を挙げて一丸となり、

連携協力して避難所の支援を行ってまいります。 

  その中で、今年度は、水害時派遣職員として新

規に割当てされた職員だけでなく、管理責任者及

び管理副責任者に対しても地域との関係構築や訓

練参加の重要性を改めて説明し、意識の醸成を図

りました。 

  今後も引き続き関係部署と連携を図りながら、

避難所運営能力の底上げを図るため、支援及び働

き掛けを行ってまいります。 

  次に、在宅避難について、より一層区民へ分か

りやすく訴え掛けていくべきとの御質問について

お答えいたします。 

  在宅避難に必要な備えや備蓄などをまとめたリ

ーフレットを令和８年度中に作成し、大型商業施

設などでのイベントに加えて、区公式ＳＮＳなど

を用いて周知・啓発してまいります。 

  次に、区民へ携帯トイレの備えや自助を訴えて

いくべきについてですが、令和８年度は新たに６

月のしょうぶまつりで携帯トイレの重要性と備え

について普及啓発を行いました。携帯トイレを配

布するだけでなく、使い方を実演し、防臭の大切

さを体験していただくことで自分事として考えて

いただけるよう訴え掛けました。 

  引き続き、区民の皆様への分かりやすい普及啓

発を工夫しながら実施してまいります。 

  次に、携帯トイレの備蓄増強を今後展開すべき

との御質問についてお答えいたします。 

  避難所などへの備蓄に加え、区立公園や町会・

自治会倉庫などへ展開するなど、地域資源を組み

合わせた分散備蓄を推進してまいります。 

  在宅避難者への迅速な配布体制も含め、地域と

連携した実効性のある保管や供給方法について検

討を重ねてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○中村明慶教育長 私からは、小学校の不登校児童

への支援についてお答えいたします。 

  まず、教室に入りづらい児童の居場所である区

立小学校における別室の設置状況についてですが、

令和８年１月に調査した結果から、約８割の小学

校で別室を設置していることが分かりました。 

  一方、課題として、少人数指導教室や特別支援
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教室、学童保育室等への転用が進んでいることか

ら、一部の小学校で教室の確保が困難であること、

更に支援スタッフである登校サポーターの勤務時

間を区が週１５時間以内に上限設定しているため、

支援時間を十分に確保できていないことが分かり

ました。 

  また、小学校も別室をスモール・ステップ・ル

ーム（ＳＳＲ）と位置付け、全校に開設すべきと

の御質問ですが、区としても不登校の低年齢化の

状況を受け、小学校に心理的に安心できる居心地

のよい場が必要だと考えております。そのため、

別室を中学校のようなＳＳＲとして位置付け、令

和８年度・令和９年度の２か年で全小学校に整備

して不登校の未然防止等を拡充していきたいと考

えております。 

  そのため、今後は７月中を目途に別室を開設し

ていない小学校の現地調査を行うとともに、登校

サポーターの勤務時間の拡大等、課題解消に向け

た検討を進めてまいります。 

  次に、小学校へのＳＳＲ整備と併せて、「中１

ギャップ」の未然防止に向けた学習面での支援を

どのように進めていくのかとの御質問にお答えい

たします。 

  御懸念されるとおり、学習面での中１ギャップ

解消に向けては、小学校段階から早期につまずき

を予防・早期解決することが重要です。学力層に

かかわらず、誰にとっても分かる授業を体現する

「足立スタンダード」を基盤としつつ、「流暢な

読み」の獲得を目指す多層指導モデル（МＩМ）

や、「サマースクール」「そだち指導」など、子

どもの実態に応じた個別支援でつまずき解消を図

っており、令和６年度の不登校生徒のうち学業不

振を理由とする割合は、全国値１５．７％に対し、

本区は７．５％にとどまっております。今後も学

業不振を理由とする不登校の更なる縮減を図るべ

く、これらの取組をブラッシュアップしながら取

り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○田巻正義教育指導部長 私からは、まず、ベルモ

ント市との交流についての令和６年第２回定例会

の質疑以降の検討・研究・連携の状況についてお

答えいたします。 

  この間、観光交流協会やベルモントシティカレ

ッジの担当教員との交流を深め、現在では先方の

担当教員と教育委員会事務局職員が電子メール等

で直接やり取りする態勢が整っており、交流に向

けて円滑に情報交換ができるようになりました。 

  次に、教員の派遣についてニーズ調査を行って

おりませんが、ベルモントシティカレッジの担当

教員とは、まず持続可能な形で学校間での交流を

着実に進めていくことを確認しております。 

  教員の海外派遣につきましては、東京都教育委

員会が、海外の教育事情や最新の教授法を学び、

異文化理解と指導力向上を目的とした研修を実施

しております。本区からも指導力向上を目指し派

遣を希望する教員が毎年おりますので、まずは本

制度を有効に活用してまいります。 

  次に、実施可能な取組と教育委員会の主体的な

関与についてお答えいたします。 

  これまで使節団を受け入れた区立中学校のうち、

一部の中学校においては電子メールでの文通によ

る交流を計画的かつ継続的に実施しております。

今後も使節団の受入れを契機としながら、英語学

習や異文化理解を通じた国際的視野を育む取組の

１つとして、教育委員会として積極的に、受入校

と同市との継続的な交流を働き掛けてまいります。 

  次に、情報活用能力の育成についての御質問の

うち、まず、区として紙とデジタルの併用をどの

ように学校現場に落とし込み、双方の特性を生か

した学習の最適化を図っていくのかとの御質問に

お答えいたします。 

  現在、ＧＩＧＡスクール推進校において、ＩＣ

Ｔ活用による授業改善に向けて研究を進めており

ます。その中で、情報の深い理解や記憶の定着に
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は紙を、思考の可視化や他者との意見共有にはデ

ジタルをなど、双方の特性を生かし、場面に応じ

た使い分けも含めて好事例を創出するなど、更な

る学びの質の向上に努めてまいります。 

  次に、インターネット上に数多くある情報の信

頼性の見極めと、学校図書館の更なる活用につい

てお答えいたします。 

  区では学校図書館利活用推進校を中心に、学校

図書館を活用した授業の展開を進めています。調

べ学習では、図書館資料やインターネット情報な

ど多種多様な情報元を比べることで、子どもたち

自身が書籍の信頼性や有用性に気付く場面が見ら

れるようになりました。そうして得た情報を整理

しながら、自分の考えをまとめ、表現できる子ど

もの育成を図るべく、利活用推進校の取組を支援

するとともに、推進校の実践事例を区内に広げて

まいります。 

  次に、生成ＡＩによる情報の真偽を見極め、自

ら考え判断する力や情報モラルを学校現場におい

てどのように育成していくのかとの御質問につい

てですが、身近なものになりつつある生成ＡＩの

現状を踏まえ、これまで実施してきた情報モラル

出前授業について、偽情報や意図しない著作権侵

害など、生成ＡＩのリスクを学べるように充実を

図りました。 

  また、文部科学省や東京都が提供している動画

等の活用など、情報モラル教育を広く展開するこ

とで、情報をうのみにせず、批判的に考察できる

児童・生徒を育成してまいります。 

  次に、情報活用能力の体系的な育成と区学力調

査のＣＢＴ化についてですが、現在、区の学力調

査を令和９年度からタブレット端末で回答するＣ

ＢＴ方式に変更する方向で検討を進めております。 

  次期学習指導要領も見据えながら、ＣＢＴ化に

伴い必要とされるタイピングスキル等も含め、情

報活用能力を発達段階に応じて体系的に整理し、

学校現場と共有しながら、その育成に取り組んで

まいります。 

  次に、生成ＡＩを活用した英会話アプリの成果

と課題、今後の展開についてお答えいたします。 

  令和７年度の中学校モデル２校の成果といたし

ましては、「聞く」「話す」の２技能について、

英検３級以上の力を持つ生徒の割合が１３．８％

から３６．６％に、準２級相当以上が１０．０％

から２３．３％に、それぞれ２倍以上増加してい

ます。ＡＩ相手のため、生徒が間違いを恐れず、

臆せずに発話でき、その積み重ねが自信につなが

り、その結果、英語力も向上しており、有用であ

ると感じています。 

  一方、課題といたしましては、端末を道具とし

て活用できる授業力は当然に求められることに加

え、意図的、計画的な活用等、英語科教員のチー

ムワークは必須であるといったことが挙げられま

す。 

  今後、令和１０年度までの全校導入を目指し、

モデル校での幅広い活用事例を蓄積しつつ、様々

な英会話アプリの使いやすさ等を検証しながら、

段階的に拡充してまいります。 

  私からは以上です。 

○楠山慶之子ども家庭部長 私からは、大幅に増え

ている待機児童への対策についてお答えいたしま

す。 

  まず、増加の要因は、ゼロ歳児人口の２年連続

増加が１つと考えます。加えて、第１子保育料の

無償化など複数の要因が重なり、保育需要が喚起

されたものと分析しております。 

  次に、待機児童基準の見直しですが、特別区内

においても国基準の解釈に差異がございます。足

立区では、自宅から希望園までの距離や希望園数

などの基準が他区より厳格です。 

  単に待機児童数を減らす意図とならないよう、

待機児童数算定の基準の見直しについては、施策

の整合性や各区とのバランスを含め吟味してまい

ります。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 
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  次に、「待機児童解消アクション・プラン」の

再開と、正確な数値を基にした施設整備の検討に

ついて、一括してお答えいたします。 

  待機児童の発生により、特に０・１・２歳児の

定員確保は急務と認識しております。このため、

小規模保育室や１歳児の緊急保育所の開設を含む

待機児童解消の計画を、本年９月を目途に策定い

たします。 

  その際は、中長期的な保育事業、私立保育園の

将来的な経営状況など、エビデンスに基づいた分

析の上、既存施設に影響が出ない待機児童対策を

進めてまいります。 

  以上でございます。 

○伊藤のぶゆき議長 以上で質問を終結いたします。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 本日の日程は全て終了いたし

ました。 

  次回の会議は明日２３日に開きます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

午後４時３８分閉会 


